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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： １ 事業の効率化                                 

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  事業費（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償権回収事業委

託費）については、中期目標の期間中に、平成24年度比で５％以上削減する。この場合、

経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因により影響を受けること

について配慮する。 

中 期 計 画 事業費（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償権回収事業委

託費）については、その支出の要否を検討し、効率化を期するため、中期目標の期間中に、

平成24年度比で５％以上削減する。この場合、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、

法令の変更等外的要因により影響を受けることについて配慮する。 

業務の実績 ○ 事業費総額（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償権回収

事業委託費）は 82億 52 百万円であり、24年度予算対比で 47.9％の削減（削減目標１％）

となった（24年度決算対比では 7.1％の削減となった）。 

また、保険金、代位弁済費のうち、東日本大震災を起因とするもの（下記（注））を

除いた事業費総額は 79 億 22 百万円であり、24 年度予算対比で 49.9％の削減となった

（24年度決算対比では 10.8％の削減となった）。 

増減率
うち東日本大
震災分除く

うち東日本大
震災分(注)

除く東日本大
震災分

（B-C)/C 除く東日本大
震災分

事業費総額 15,823 8,252 7,922 330 △ 47.9% △ 49.9% 8,885 △ 7.1% △ 10.8%

うち保険金(農業) 10,437 5,131 5,077 54 △ 50.8% △ 51.4% 4,628 10.9% 9.7%

　　　　　(漁業) 2,689 1,639 1,639 - △ 39.1% △ 39.1% 1,850 △ 11.4% △ 11.4%

　　代位弁済費(林業) 2,602 1,425 1,150 275 △ 45.2% △ 55.8% 2,344 △ 39.2% △ 50.9%

　　求償権管理回収助成(農業) 28 28 28 - 0.0% - 28 0.0% 0.0%

　　求償権回収事業委託費(林業) 45 14 14 - △ 69.3% - 13 4.4% 4.4%

　　回収奨励金(漁業) 22 14 14 - △ 34.3% - 22 △ 34.2% △ 34.2%

（注）東日本大震災による被災農林漁業者に対し、予算措置された復旧・復興対策事業対象の保険金・代位弁済費をいう。

（単位：百万円）

区 分
24年度

予算(Ａ)
25年度

決算(Ｂ)
増減率
(B-A)/A

（参考）

24年度
決算(Ｃ)

 
事業費総額(決算）の推移 （単位：百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

12,483 16,878 10,431 9,798 14,155 8,885 8,252

評 価 の 指 標 ○ 事業費の削減率（中期目標の期間中に、平成24年度比で５％以上） 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

削減目標は十分に達成されている。 

引き続き目標を達成することを期待する。 Ａ 

（参考：年度計画） 

事業費（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償権回収事業委託費）について

は、以下の点など支出の要否及び支出方法等について検討し、効率化を期する。この場合、経済情勢、国

際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因により影響を受けることについて配慮する。 

・農業・漁業の基金協会との事前協議の徹底、部分保証の実施による保険金支払いの低減 

・引受審査の厳格化等による代位弁済の抑制 

・サービサーの活用等による求償権回収については、費用対効果を検証し、求償権回収事業委託費を効

率的に支出 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： １ 事業の効率化                                 

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 農業・漁業信用保険業務及び林業信用保証業務については、「第４ 財務内容の改善」に

記載している引受審査の厳格化等、モラルハザード対策の取組を着実に実施する。 

中 期 計 画 農業・漁業信用保険業務及び林業信用保証業務については、「第３ 財務内容の改善に

関する事項」に記載している引受審査の厳格化等、モラルハザード対策の取組を着実に実

施する。 

業務の実績 【農業信用保険業務】 

○ 引受審査の厳格化 

・ 大口保険引受対象案件（注１）（320件（条件変更含む））について、基金協会か

らの提出資料又は対面によりすべて事前協議を実施した（24年度357件）。このうち、

大口保険引受に係る基金協会との対面での協議は、22件であった（24年度12件）。 

・ 事前協議については、被保証者の財務内容、資金の償還可能性等を総合的に勘案し

た協議を実施しており、大口保険引受対象案件事前協議320件（条件変更含む）のう

ち、取り下げは11件であった（24年度15件）。 

 

○ モラルハザード対策の実施 

・ モラルハザード対策として、農業経営負担軽減支援資金、畜特資金等について部分

保証を導入しており、25年度は 168 件（24 年度は 354 件）となっている。 

・ 大口保険引受対象案件事前協議 279 件(条件変更除く)のうち部分保証の対象となる

(新)大家畜特別支援資金４件、畜産経営改善緊急支援資金 20 件、農業経営負担軽減

支援資金１件について、部分保証が的確に実施されていることを確認した（24年度は、

(旧)大家畜特別支援資金 54 件、(旧)養豚特別支援資金２件、農業経営負担軽減支援

資金３件）。なお、24 年度は、(旧)大家畜特別支援資金及び(旧)養豚特別支援資金の

貸付期間の最終年度であり、借換対象資金の残高借換えがあったため、当該資金の大

口保険引受対象案件事前協議の件数が例年に比べ多くなっている（当該資金は、毎年

の約定償還金の借換資金を融通するものであるが、貸付期間の最終年度に限り、残高

一括借換えが認められている。）。 

 

○ 大口保険金請求対象案件（注３）の事前協議 

・ 大口保険金請求対象案件（23 件）について、基金協会からの提出資料又は対面によ

りすべて事前協議を実施した（24 年度 21 件）。このうち、基金協会との対面での協

議は、３件であった（24年度５件）。 

・ 事前協議においては、記載事項の検証や保険金請求をしようとする額の妥当性等に

ついて審査を行っている。 

 

（注１）大口保険引受対象案件とは、次に該当するものをいう。 

既に大口保険被保証者（注２）である者に対する農業近代化資金等の元本につ

き保険価額が1,000万円以上の保険関係が成立する保証及び農業近代化資金等の

元本につき保険価額が 1,000 万円以上の保険が成立する保証であって、当該保証

をすることにより、その被保証者が大口保険被保証者に該当するもの。 

（注２）大口保険被保証者とは、次に該当するものをいう。 

保険関係が成立している保証に係る農業近代化資金等の元本額（極度貸付の場

合は、極度額）の合計額が１億円以上である者又は保険関係が成立している保証

に係る畜産特別資金、農家負担軽減支援特別資金、農業経営負担軽減支援資金、

家畜飼料特別支援資金及び畜産経営維持緊急支援資金の合計額が5,000万円以上

である者。 

（注３）大口保険金請求対象案件とは、次に該当するものをいう。 

保険金額が3,000万円以上の代位弁済及び一の被保証者について同時又は関連

する一定の期間内に行う複数の代位弁済であって、これらの代位弁済の保険金額

の合計額が3,000万円以上となるもの。 
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【林業信用保証業務】 

○ 引受審査の厳格化 

保証引受審査に当たっては、定量要因について、当該申請企業の財務諸表（新規の者

は直近３年分、継続利用の者は直近５年分、更に必要に応じて試算表徴求）を詳細に分

析するとともに信用基金が保有する資産査定データ等も活用して的確に評価している。

さらに、定性要因として、林業・木材産業者等の特性を踏まえ、規模・生産性・経営

体制・品質管理・融資機関の融資姿勢などの要因の分析を厳格に行っている。 

これにより、新規・増額案件、財務内容不良案件等について、総括調整役（林業担当）

等を構成員とする債務保証審査協議会で、業況や財務状況の今後の見通し、担保等によ

る保全の可否等を踏まえた厳格な保証審査を行った（全体の審査件数 1,800 件、うち審

査協議件数 466 件。この結果、保証審査による減額等 93 件（20.0％)25 年度実績）。 

 

○ 部分保証の実施 

25 年度は、保証引受 1,380 件のうち、315 件について部分保証を実施した（24年度の

保証引受 1,359 件のうち、部分保証 277 件）。 

 

○ 適切な期中管理 

既保証先の適切な期中管理等を目的とした現地での経営診断・指導（現地調査等 24

件（24 年度 55 件））、経営悪化がみられる保証先について融資機関等との協議やバン

クミーティングへの出席、金融機関協調支援の場合には信用基金も含めた態勢とするな

ど経営健全化への支援等の審査の厳格化に関連する取組を引き続き行っている。 

 

【漁業信用保険業務】 

○ 引受審査の厳格化 

・ 大口保険引受対象案件（注１）（81 件）について、基金協会からの提出資料又は対

面によりすべて事前協議を実施した（24 年度 58 件）。このうち、大口保険引受に係

る基金協会との対面での協議は、15 件であった。 

・ 事前協議については、被保証者の財務内容、資金の償還可能性等を総合的に勘案し

た協議を実施しており、大口保険引受対象案件 81件のうち、保証条件が変更された案

件は、２件であった。 

○ モラルハザード対策の実施 

モラルハザード対策として、大口保険引受対象案件（81 件）の事前協議及び特別出資

制度等を行っている。 

 

○ 大口保険金請求対象案件（注２）の事前協議 

・ 大口保険金請求対象案件（48件）について、基金協会からの提出資料によりすべて

事前協議を実施した（24年度 33 件）。 

・ 事前協議においては、記載事項の検証や代位弁済の妥当性や回収見込み等について

審査を行っている。 

 

（注１）大口保険引受対象案件とは、次に該当するものをいう。 

    ア 保証の額が次の額を超えるもの 

① 遠洋かつお・まぐろ漁業 ２億円 

     ② その他漁業       １億円 

     ③ 水産業協同組合     ３億円 

       ただし、借替緊急融資資金については、上記基準額の２分の１ 

    イ 保証を行った後の被保証者に係る保証残高が、次の額を超えるもの 

     ① 遠洋かつお・まぐろ漁業 ６億円 

     ② その他漁業       ３億円 

     ③ 水産業協同組合     ６億円 

（注２）大口保険金請求対象案件とは、次に該当するものをいう。 

ア 代位弁済額が５千万円以上であるもの 

イ 基金協会が事務処理の困難性が高いと判断したもの 
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評 価 の 指 標 ○ 事業費の削減に向けた取組状況 

 

 

 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 大口保険引受対象案件の事前協議等による引受審査の厳格化や

部分保証によるモラルハザード対策等の取組は着実に実施されて

おり、事業費削減にも寄与していることから、十分に評価できる。
Ａ 

（参考：年度計画） 

農業・漁業信用保険業務及び林業信用保証業務については、「第３ 財務内容の改善に関する事項」に

記載している引受審査の厳格化等、モラルハザード対策の取組を着実に実施する。 

 

大口保険引受等件数

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

農業 大口保険引受 600 534 333 357 320
600 534 333 357 320
15 30 19 21 11

119 152 8 59 25
大口保険金請求 25 26 24 21 23

25 26 24 21 23
林業 保証審査 2,358 2,071 1,944 1,765 1,800

662 427 429 632 466
127 92 89 93 93

現地調査等 45 57 64 55 24
漁業 大口保険引受 48 52 51 58 81

48 52 51 58 81
部分保証 80 27 2 - - 
大口保険金請求 106 70 215 33 48

106 70 215 33 48

件数

件数
うち事前協議件数
うち取下等件数
うち部分保証件数
件数
うち事前協議件数
件数
うち審査協議件数
うち減額等件数

うち事前協議件数

件数
うち事前協議件数
件数
件数
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： １ 事業の効率化                                 

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  共済団体等に対する貸付業務については、信用基金の貸付けがセーフティネットである

ことを踏まえ、大災害時等の緊急的な対応を除き、信用基金から共済団体等に対して、民

間金融機関から融資を受けるよう促す。 

中 期 計 画 共済団体等に対する貸付業務については、信用基金の貸付けがセーフティネットである

ことを踏まえ、大災害時等の緊急的な対応を除き、信用基金から共済団体等に対して、民

間金融機関から融資を受けるよう促す。 

業 務 の 実 績  ― 

評 価 の 指 標  ―（本項目は、農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る項目のため、評

価の対象外） 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 

 

（参考：年度計画） 

共済団体等に対する貸付業務については、信用基金の貸付けがセーフティネットであることを踏まえ、

大災害時等の緊急的な対応を除き、信用基金から共済団体等に対して、民間金融機関から融資を受けるよ 

う促す。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： １ 事業の効率化                                 

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 林業寄託業務については、貸付枠の縮減及び民間からの長期借入方式から政府の出資方

式への段階的な移行について、着実に実施する。 

中 期 計 画 林業寄託業務については、貸付枠の縮減及び民間からの長期借入方式から政府の出資方

式への段階的な移行について、着実に実施する。 

業務の実績 ○ 日本政策金融公庫からの森林整備活性化資金の貸付に必要な寄託原資の調達は、20年

度から民間からの長期借入金方式から政府の出資方式へ段階的に移行してきており、21

年度から長期借入金は既存借入金の借換分のみに限定し、全額政府出資方式へ移行し

た。 

 

○ 25 年度においても引き続き、寄託原資５億 80 百万円(24 年度８億 80百万円)について

全額を政府出資金で調達、同額を寄託しており、また、民間からの長期借入金（既存借

入金の借換分）として、７億 61 百万円を措置した。 

 

○ 民間からの借入金に対する利払い（25年度 30百万円（24年度 62百万円））について

は、全額、政府からの利子補給金を充てた。 
 
（寄託原資の調達状況等）

（単位：百万円）
20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

1,400 1,400 1,690 1,400 880 580

500 1,100 1,600 1,400 880 580

648 - - - - -

252 300 90 - - -

2,843 2,626 599 4,047 1,483 761

14,194 14,166 12,590 11,063 9,055 6,890

149 162 153 108 62 30

借換額

長期借入金残高

利払い費用

区分

うち政府出資金

うち長期借入金

うち手持ち資金
（公庫からの償還金）

寄託額

評 価 の 指 標 ○ 林業寄託業務の見直しの実施状況 

 

 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 林業寄託業務の民間借入方式から政府出資方式への移行は着実

に実施されており、利払い費用の抑制にも効果が出ているとおおむ

ね認められる。 
Ｂ 

（参考：年度計画） 

林業寄託業務については、貸付枠を引き続き 17億円とするとともに、寄託原資について、5.8 億円を政

府出資により調達し、長期借入金を抑制する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： １ 事業の効率化                                 

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務の対象資金については、「民でできることは民

で」という考え方を踏まえつつ、引き続き、検討を行う。 

中 期 計 画 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務の対象資金については、「民でできることは民

で」という考え方を踏まえつつ、これまでの検討結果を踏まえ、引き続き、検討を行う。

業 務 の 実 績 【農業信用保険業務】 

○ 「農業信用保険業務あり方検討会」を 21 年３月に設置し、保険対象資金の役割、保険

収支の状況等を踏まえつつ、対象資金のあり方について、24 年度までに 11 回、検討を行っ

てきたところであり、25年度からの第３期中期目標においても、「引き続き検討を行う」

とされたところである。25年度においては、26年３月に検討会を開催し、 

① 農業資金については、農業経営は自然条件に左右されること、生産サイクルが長

く低収益であること等の特性から民間による保証の事例は殆ど無いこと 

② 農家経済安定資金については、農業経営と生活が一体不可分の関係であることか

ら、農業経営の特性により、民間による保証では十分対応できない部分があり、こ

れらを補完する観点で民間との棲み分けが行われていること 

から、今後とも役割分担を図りながら対応していく必要がある。さらに農業の競争力強

化、所得倍増などの政策が掲げられる中で、６次産業化の推進、農山漁村における地域

資源を活用した再生可能エネルギーの導入促進など、農業・農村地域の活性化を図る上

で益々農業信用保証保険制度への期待が高まると考えられることから、対象資金を狭め

るのは適当ではないとされ、引き続き検討を行うこととした。 

 

【漁業信用保険業務】 

○ 「漁業信用保険業務あり方検討会」を 21 年３月に設置し、保険対象資金の役割、保険

収支の状況等を踏まえつつ、対象資金のあり方について、24 年度までに５回、検討を行っ

てきたところである。25年度においては、26年３月に検討会を開催した。 

検討会の取りまとめにおいては、 

漁業信用保険業務については、政府の交付金助成措置による低位な保険料の維持等の政

策が依然として不可欠であり、対象資金の見直しを行える状況にはない。しかしながら、

今後とも漁業経営の動向に注視しつつ、漁業信用保険業務の収益性を精査し、状況の変

化を踏まえた見直しに努めることとされた。 

なお、本件については、第３期中期目標において、「引き続き、検討を行う」ことと

されており、漁業信用保証保険制度が中小漁業者等の円滑な資金調達を果たす役割を求

められていることを基本に、引き続き検討を行うこととしている。 

評 価 の 指 標 ○ 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務の対象資金に係る検討状況 

 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 農林漁業金融に難しい問題があることは承知しているが、第３期

中期目標においても引き続き検討を行うとした趣旨を踏まえ、具体

的な対応策が示されることを期待する。 
Ｂ 

（参考：年度計画） 

農業信用保険業務及び漁業信用保険業務の対象資金については、「民でできることは民で」という考え

方を踏まえつつ、検討会において、これまでの検討結果を踏まえ、引き続き、検討を行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： ２ 信用リスクに応じた保証・保険料率の導入                    

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 農業信用保証保険業務について、借入者の信用リスクに応じた保証・保険料率の中期目

標期間内の速やかな導入に向けて、検討する。 

中 期 計 画 農業信用保証保険業務について、農業における事業の特性を踏まえつつ、借入者の信用

リスクに応じた保証・保険料率の中期目標期間内の速やかな導入に向けて、検討する。 

検討に当たっては、農業信用基金協会等と連携を図りつつ、与信上のデータの収集・整

理及びシステム構築等を計画的、着実に行う。 

業 務 の 実 績 ○ 具体的な導入に向けた課題・手法等について、基金協会の参事・事務局長クラスを構

成員とした全国専門部会で専門的な見地から引き続き検討した。25年度における検討状

況は以下のとおり。 

・25年４月24日 全国専門部会において農業者等のデータ収集や実務的な課題につい

て議論。 

・  ６月   「農業資金の保証引受審査時の徴求資料等について」各基金協会に

照会・取りまとめ。 

・  ８月27日 全国専門部会において25年度のスケジュール、検討の方向性につい

て検討し、検討方向のたたき台として取りまとめ。 

・  ９月   「信用リスクに応じた保証・保険料率の導入について（検討方向の

たたき台）」に係る意見等について各基金協会に照会・取りまとめ。

・  10月30日 全国専門部会において「信用リスクに応じた保証・保険料率導入の

方向性（案）」及び「導入スケジュール（案）」を取りまとめ。 

・  11月22日 事業・組織問題検討会(基金協会の役員クラス）において全国専門部

会における検討経過を報告、前記取りまとめ(案）について了承。 

・  12月   「信用リスクに応じた段階別保証・保険料率の導入等に係る実態調

査」を３協会で実施、農業資金の引受審査の現状把握や意見交換等

を行った。 

・  12月26日 全国常勤役職員会議(基金協会の役職員クラス）において全国専門部

会及び事業・組織問題検討会での検討経過を報告、同取りまとめ（案）

について了承。 

・26年３月17日 全国専門部会においてスコアリング評価に使用する財務データ・非

財務データの項目について議論。 

以上のような検討経過を踏まえ、26年度においても引き続き、スコアリング評価手法

等について検討を行うこととしている。 

評 価 の 指 標 ○ 農業信用保証保険業務における借入者の信用リスクに応じた保証・保険料率の導入の

検討状況 

○ 与信上のデータの収集・整理及びシステム構築等の実施状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 農業信用保証保険業務における借入者の信用リスクに応じた保

証・保険料率導入に向けた検討は着実に行われており、おおむね評

価できるが、速やかな導入に向けた具体的な取組を期待したい。 
Ｂ 

（参考：年度計画） 

農業信用保証保険業務について、農業における事業の特性を踏まえつつ、借入者の信用リスクに応じた

保証・保険料率の中期目標期間内の速やかな導入に向けて、検討する。 

農業信用基金協会等と連携を図りつつ、与信上のデータの収集・整理を行うとともに、借入者の信用リ

スク定量化の課題・手法等について、農業信用基金協会を交えた検討会において、検討を行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： ３ 業務運営体制の効率化                             

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 業務の質や量に対応した組織体制・人員配置の見直しを行い、業務運営の効率化を行う。

中 期 計 画 業務の質や量に対応した組織体制・人員配置の見直しを行い、業務運営の効率化を行う。

業 務 の 実 績 ○ 幅広い業務に対応できる人材育成を図るため部門を超えた人事配置等を進めるととも

に、職員の効率的な配置を踏まえて、必要に応じて非常勤職員を雇用することとしてい

る。 

21 年度以降の新規採用者にあっては、採用からおおむね２～３年後には他部門へ異動

させることとしている。 

 

○ 日常の業務及び研修等による資格取得や能力向上に努め、適性の見極めを通じて専門

家等の育成に配慮することとしている。 

 

○ 中期計画期末の常勤職員の見込み（113名）を踏まえ、業務体制、職員の年齢構成及び

退職予定数等を勘案して人員を配置した（25年度新規採用は３名）。 

  
定員数の推移

期初 期末 期初 期末 期初 期末 期初 期末 期初 期末 期初 期末

123 122 122 122 122 122 115 113 113 113 113 113

25年度20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

評 価 の 指 標 ○ 組織体制・人員配置の見直しの状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 業務の質や量に対応した組織体制・人員配置については、おおむ

ね評価できるが、一層の取組を期待する。 Ｂ 

（参考：年度計画） 

業務の質や量に対応した組織体制・人員配置の見直しを行い、業務運営の効率化を行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： ３ 業務運営体制の効率化                             

  小項目：                                           

 

中 期 目 標 職員の能力の向上を図るため、各種研修を効果的に実施する。 

中 期 計 画 職員の能力の向上を図るため、各種研修を効果的に実施する。 

 

 

業務の実績 ○ 25年度は以下のとおり研修計画を策定し、研修を効果的に実施した。 

 

種別 内容 対象 

養成研修 階層別に必要な基礎知識

を習得 

採用者、一般職員、課長級別

に実施 

能力開発研修 業務に必要な専門的知識

の習得 

研修の受講希望者を募集し、

外部機関の研修を受講 

法令遵守意識啓発研修 コンプライアンス 全役職員必須 

 
（研修実施状況）

年度 種別 内容 対象者 受講者数

採用者研修（１日間）※１ 採用者等 ５名

業務システムの概要（半日×２回） 採用者等 ６名

財務会計（会計基礎）（半日）※１　 採用者等 ５名

事務ミス防止研修（半日）※２ 補佐・一般職員 ４３名

顧客対応研修（半日）※２ 補佐・一般職員 ２７名

債権管理・回収の実践（３日） １名

会計担当者実務（３日） ２名

給与システム、給与実務（各１日） 各１名

全役職員 -

25

能力開発 各部被推薦者

養成
（階層別）

法令遵守意識啓発研修（半日）

※１　無償により実施したもの　　※２　新たに実施したもの

 

上記のほか、農業信用保険業務が実施した「保証審査実務担当者研修会」「求償権管

理回収等事務研修会」に各 11 名、３名が受講した。 

 

○ 研修の実効性の確保及び今後の研修の充実に反映させる観点から、研修受講者から受

講報告を提出させ、次回以降の研修実施に際しての検討事項とするとともに、研修内容

の理解度や効率的な業務運営に資する内容か否かを確認し、研修が職員の能力向上や業

務運営の効率化等に資するよう検証を行っている。 

この結果、業務能力やコンプライアンスに係る理解の向上が図られている。また、実

施に当たっては、内部講師等を活用し、費用の節減も考慮している。 

 

○ 研修により職員の能力向上を図り、勤務実績等を踏まえた適材適所の人事配置に努め

ている。 

評 価 の 指 標 ○ 研修の実施状況 

 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

目的に応じた各種研修はおおむね評価できるが、一層の拡充を期

待する。 

 

Ｂ 
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（参考：年度計画） 

職員の能力の向上を図るため、研修計画に基づき各種研修を効果的に実施する。 

ア．養成研修 

・新規採用研修 

・一般職員研修 

・課長級研修 

イ．能力開発研修 

・専門研修 

ウ．法令遵守意識啓発研修 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： ４ 経費支出の抑制                                

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 業務の見直し及び効率化を進め、一般管理費（人件費、租税公課及び特殊要因により増

減する経費を除く。）については、中期目標の期間中に、平成24年度比で15％以上抑制す

る。 

中 期 計 画 業務の見直し及び効率化を進め、すべての支出について、当該支出の要否を検討すると

ともに、以下の措置を講じること等により、一般管理費（人件費、租税公課及び特殊要因

により増減する経費を除く。）については、中期目標の期間中に、平成24年度比で15％以

上の節減を行う。 

・役職員に対し、費用対効果等のコスト意識を徹底させる。 

・業務実施方法を見直す。 

・予算執行状況の期中管理を徹底する。 

業務の実績 (1) 一般管理費の削減度合 

○ 一般管理費（人件費、租税公課及び特殊要因により増減する経費を除く。）は３億35

百万円であり、24年度予算対比で42.5％の削減（削減目標３％）となった（24年度決算

対比では18.7％の削減となった）。 

24年度 25年度 増減率

区 分 予算(Ａ) 決算(Ｂ) (Ｂ－Ａ)÷Ａ 24年度決算 増減率

(Ｃ) (Ｂ－Ｃ)÷Ｃ

一般管理費 582 335 △ 42.5% 412 △ 18.7%

（単位：百万円）

（参考）

○ 公益法人等に対する会費の支出については、公表対象となる年間10万円以上の支出  

はなかった（24年度も公表対象の支出なし）。 

 

(2) 役職員のコスト意識の徹底 

○ 役職員のコスト意識を徹底させるため、部署別予算配分・適切な期中管理を行うとと

もに、担当理事が参加する定例会（毎月開催）において、予算の執行状況や年度中の執

行の見通し、決算状況を説明し、周知を図った。 

 

○ 支出の無駄を削減するための自律的な取組を推進する「支出点検プロジェクトチー

ム」の第９回会合を25年６月28日に開催し、24年度の取組目標に対する取組状況につい

て報告を行うとともに、25年度の取組目標の設定について検討を行った。 

25年度取組目標については職員掲示板に掲示することにより、効率的な予算執行・無

駄な支出の削減への取組について周知を図った。 

 

(3) 業務実施方法の見直し 

○ 財務会計システムの保守業務に係る契約期間について、24年度から従来の１年から２

年の複数年へ変更しており、引き続き単年度当たりの経費支出について抑制を図った

（削減額63千円／年）。 

 

(4) 予算の適正な執行管理 

○ 予算の効率的かつ適正な執行を図るため、各勘定ごとに、業務計画や過去の支出実績

等を勘案して予算執行見込みを策定し、部署別の予算配分を行った。 

また、毎月の支出実績をとりまとめ、期中においても支出実績を勘案しつつ、必要に

応じて予算執行見込みの見直しを行うなど、適正な期中管理を行った。 
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評 価 の 指 標 ○ 一般管理費の削減率（中期目標の期間中に、平成24年度比で15％以上） 

○ 役職員に対するコスト意識の徹底の取組状況 

○ 業務実施方法の見直しの状況 

○ 予算の執行管理の状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

一般管理費は着実に削減されており、経費節減に向けた取組は十

分に評価できる。 Ａ 

（参考：年度計画） 

業務の見直し及び効率化を進め、すべての支出について、当該支出の要否を検討するとともに、以下の

措置を講じること等により、一般管理費（人件費、租税公課及び特殊要因により増減する経費を除く。）

の節減を行う。 

① 部署別の予算配分、予算執行の期中管理など予算の適正な執行管理を徹底する。 

② 減損会計の情報に基づき、適正な資産の評価を行う。 

③ 役職員に対し、費用対効果などのコスト意識を徹底させる。 

④ 外部委託の推進を図るなど業務実施方法を見直す。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： ４ 経費支出の抑制                                 

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 人件費（退職手当及び法定福利費を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を

除く。）については、政府における総人件費削減の取組を踏まえつつ、適切に対応する。

中 期 計 画 人件費（退職手当及び法定福利費を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を

除く。）については、政府における総人件費削減の取組を踏まえつつ、適切に対応する。

業務の実績 ○ 24年度に引き続き、特例減額を実施した。 

  ・実施期間：24年４月分給与～26年３月分給与 

  ・実施内容：俸給月額（▲9.77％等）等の減額 

 

○ 国の給与改正に準じ、55歳以上の職員について、26年１月から昇給を抑制した。 

 

（単位：百万円）

人件費 1,172 1,114 1,073 1,040 1,049 993 881 872

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

評 価 の 指 標 ○ 人件費削減に向けた取組状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 様々な取組によって、人件費は着実に削減されており、十分に評

価できる。ただし、職員の士気の低下を招かぬよう、業務遂行への

インセンティブ向上に資するような配慮を期待する。 
Ａ 

（参考：年度計画） 

人件費（退職手当及び法定福利費を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）につい

ては、政府における総人件費削減の取組を踏まえつつ、適切に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15

 

独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： ４ 経費支出の抑制                                

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役職員給与の在

り方について厳しく検証した上で、対国家公務員地域・学歴別指数（地域・学歴別法人基

準年齢階層ラスパイレス指数）が中期目標期間中は、毎年度100を上回らない水準とし、給

与水準の適正化に取り組むとともに、検証結果や取組状況を公表し、国民に対して納得が

得られる説明を行う。 

中 期 計 画 給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役職員給与の在

り方について厳しく検証した上で、対国家公務員地域・学歴別指数（地域・学歴別法人基

準年齢階層ラスパイレス指数）が中期目標期間中は、毎年度100を上回らない水準とし、給

与水準の適正化に取り組むとともに、検証結果や取組状況を公表し、国民に対して納得が

得られる説明を行う。 

業務の実績 (1) 対国家公務員地域・学歴別指数の適正化に向けた取組 

○ 24年度に引き続き、特例減額を実施した。 

 ・実施期間：24年４月分給与～26年３月分給与 

 ・実施内容：俸給月額（▲9.77％等）等の減額 

 

○ 国の給与改正に準じ、55歳以上の職員について、26年１月から昇給を抑制した。 

 

○ 国家公務員の地域手当に相当する特別都市手当に相当する特別都市手当の抑制。 

   国家公務員18%（18年度以降５年間で６%引き上げ）、信用基金10%（25年４月１日

～ ８%→10% ） 

 

○ 25年度のラスパイレス指数（地域別・学歴別）は、97.0となった。 

 

(2) 対国家公務員地域・学歴別指数の対外的説明 

○ 信用基金のウェブサイトで公表している（24年度分は25年６月28日に公表）。 

  

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

(Ａ) (Ｂ) (Ｂ-Ａ)

対国家公務員指数

（地域別・学歴別）

（参考）対国家公務員指数 121.4 118.0 117.0 113.7 115.4 112.9 112.8 113.1 0.3

98.7 1.096.2 96.0

区 分

104.6 102.0 100.5 97.3 97.0

評 価 の 指 標 ○ ラスパイレス指数の適正化に向けた取組状況 

○ ラスパイレス指数の国民への説明の状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 様々な取組によって、ラスパイレス指数の水準は抑制されてお

り、十分に評価できる。引き続き、ラスパイレス指数の抑制が図ら

れていくことを期待したい。 
Ａ 

（参考：年度計画） 

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方につい

て厳しく検証した上で、対国家公務員地域・学歴別指数（地域・学歴別法人基準年齢階層ラスパイレ

ス指数）が中期目標期間中は、毎年度 100 を上回らない水準とし、給与水準の適正化に取り組むとと

もに、検証結果や取組状況を公表し、国民に対して納得が得られる説明を行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： ５ 業務実施体制の強化                              

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  業務の適正化を図るため、信用基金の各業務を横断的に監査する内部監査体制を充実・

強化する。 

中 期 計 画 業務の適正化を図るため、信用基金の各業務を横断的に監査する内部監査体制を充実・

強化する。 

業務の実績 (1) 監事監査結果を踏まえたガバナンスの改善の取組 

○ 内部統制の取り組みに関する監事監査結果の主な所見事項と対応状況 

内部統制に対する取り組みとして、法人の長たる理事長のマネジメントに関する取り

組み（信用基金のミッションや運営方針に係る役職員への周知、役員懇談会等による意

思決定等）やコンプライアンスの向上、組織規程等諸規程の整備、事業評価分析の実施、

諸リスクに対する委員会によるモニタリング等実施してきているところである。 

25 年 10 月の定例監査（期中監査）においては、「内部統制若しくは内部管理に係る

総括部署の設置等による所掌の明確化、信用基金を取り巻くリスク全体についての洗出

し・評価を行う必要性」が監事の所見として指摘された。これに対し「独立行政法人改

革等に関する基本的な方針」（25年 12 月 24 日閣議決定）において金融業務型独法に対

するガバナンスの高度化として「リスク管理のための内部規程整備、統合的リスク管理

のための委員会設置、業務執行やリスク管理を監視する内部組織の設置」が見直し事項

となったため、この見直しを行うにあたり、監事監査指摘についても併せて対応するこ

ととした。 

 
（監事監査の実施状況）

期末監査 期中監査

実施期間 25年４月～25年６月 25年10月～25年12月

実施内容

現物実査立会
予備調査、本調査
ディスカッション
（理事長等、会計監査人）

現物実査
予備調査、本調査
事務室等実査
外部委託先往査
ディスカッション
（理事長等、会計監査人）

監事監査
報告書等

25年６月に信用基金ホームページにて公表。
財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書
を理事長及び主務大臣に提出。

25年12月に中間とりまとめを理事長へ提出。

（１）上記定例監査の他に、役員懇談会その他重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧等による日常監査
　　　を受けている。また、内部監査部署との打ち合わせも定例的に実施されている。

定例監査

（２）26年３月に、理事長との意見交換を経て、法令等の遵守、内部統制等を重点項目とする26年度監事監査
　　　計画が作成され、職員へ周知された。

 

(2)内部監査チェックリストの整備 

○ 内部監査の実施に当たり、事前に監査項目毎にチェックリストを整備し、効果的な実

施を図っている。 

25 年度においては、以下の監査についてチェックリストの検討・見直しを行った。 

①漁業災害補償関係業務（25 年７月実施） 

②現物実査及び預金・有価証券・借入金残高確認（25年 11 月実施） 

③総務課及び人事課業務（25年 11 月実施） 

④漁業信用保険業務（26年１月実施） 

⑤情報セキュリティ及び保有個人情報の管理状況（26年２月実施） 

 

○ 上記チェックリストの整備に加えて、｢⑤情報セキュリティ及び保有個人情報の管理状

況｣について、無通告の内部監査を実施し、内部監査の実効性の向上を図った。 
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(3) 内部監査における要改善事項のフォローアップの実施 

○ 26 年３月において、前年度に実施した内部監査で改善指摘をした林業信用保証業務及

び契約に関する事務についてフォローアップを行った結果、指摘事項に対する改善措置

が講じられていることを確認した。 

また、改善指摘に対する被監査部室の対応が遅延することのないよう、被監査部室と

の意見交換を密に行い、フォローアップの進捗管理に努めた。 

評 価 の 指 標 ○ 内部監査体制の充実・強化に向けた取組状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

内部監査の実効性向上のために、内部監査チェックリストの見直

しを行ったほか、要改善事項のフォローアップを実施するなど、内

部監査の充実・強化への取組は、十分に評価できる。 
Ａ 

（参考：年度計画） 

業務の適正化を図るため、内部監査規程及び内部監査マニュアルに基づき、監事と連携しつつ、内部監

査年度計画に従い信用基金の各業務について内部監査を適切に実施する。 

また、内部監査の実施に当たっては、内部監査チェックリストを準備するとともに、指摘事項（要改善

事項）のフォローアップを適切に実施する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： ５ 業務実施体制の強化                              

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 ア 業務の適正な執行を図るため、コンプライアンス委員会において外部の有識者の専門

的知見を活用するなどコンプライアンス（法令等遵守）への取組を充実・強化する。 

イ 業務の適正化を図るため、事務リスク自主点検等事務改善への取組を着実に実施する。

ウ 役職員に対して、目標管理を取り入れた適切な人事評価を定着させるとともに、その

業績及び勤務成績等を給与・退職金等に確実に反映させることにより業務遂行へのイン

センティブを向上させる。 

中 期 計 画 ア 業務の適正な執行を図るため、コンプライアンス委員会において外部の有識者の専門

的知見を活用するなどコンプライアンス（法令等遵守）への取組を充実・強化する。 

イ 業務の適正化を図るため、事務リスク自主点検等事務改善への取組を着実に実施する。

ウ 役職員に対して、目標管理を取り入れた適切な人事評価を定着させるとともに、その

業績及び勤務成績等を給与・退職金等に確実に反映させることにより業務遂行へのイン

センティブを向上させる。 

業 務 の 実 績 (1) 外部有識者の専門的知見を活用したコンプライアンスの推進に向けた取組並びに取組

状況のチェック及びフォロー 

○ 役員又は職員からの法令違反行為等の通報又は相談をやり易くするための職員専用情

報サイトの３本の窓口「コンプラホットライン」（以下①～③参照）を常時開設して対

応した。 

  25 年４月から 26年３月までの相談・通報等はなかった。 

   ① 法令違反行為等に関する相談又は通報窓口【通報窓口・相談窓口】 

② 職員個人情報の処理等に関する苦情及び相談窓口【職員個人情報受付窓口】 

③ 業務処理方法の効率化、経費の節減等に関する提案窓口【業務改善提案窓口】

 

○ 25年度コンプライアンス・プログラムに基づき、次のとおりコンプライアンスの推進

に計画的に取り組むとともに、取組状況のチェック及びフォローを行った。 

また、外部有識者を委員に含むコンプライアンス委員会を開催（25年９月・26年３月）

し、コンプライアンス・マニュアル等（Ｑ＆Ａ集含む）の改正、及び次年度のコンプラ

イアンス・プログラムの策定等について審議した。 

① コンプライアンス・マニュアル等（Ｑ＆Ａ集含む）の改正（25年９月・26年３月）

内容の拡充を図るために、コンプライアンス委員会において、コンプライアンス・

マニュアル等の改正案を審議し、承認された改正版を信用基金全役職員にメール送信

して周知徹底を図った。 

② 新規採用職員研修会（25年４月） 

研修会開催に際し、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス基本方針

等を記載した印刷物を配布し説明を行い、コンプライアンスの取組のための周知を

行った。 

③ コンプライアンス研修（25年11月・26年１月） 

外部より講師を招き、下記のとおり研修を実施した。 

25年11月 コンプライアンス研修・個人情報保護及び情報セキュリティ対策研修

26年１月 事務ミス防止研修・顧客対応研修（養成研修として、一般職員、補佐

クラス向けに実施） 

④ コンプライアンス・チェックの実施（26年２月） 

コンプライアンス・チェックを実施し、その分析結果をコンプライアンス委員会に

報告し、コンプライアンス改善策を提案するとともに、承認されたコンプライアンス

改善策を次年度のコンプライアンス・プログラムに反映させた。 

⑤ 情報セキュリティ対策自己点検（25年４月） 

信用基金が保有する情報資産の取扱いの基本方針及び対策を定めた情報セキュリ

ティ規程に基づき、毎年度１回行うこととされている保有情報資産のセキュリティ対

策実施状況の自己点検を、最高情報セキュリティ責任者の指示により全職員が実施し、

その実施結果を情報化推進委員会に報告した。 
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⑥ 保有個人情報の管理状況のチェック（25年４月） 

信用基金が業務上保有する個人情報及び職員個人情報の保護と適正な利用方法を定

めた個人情報取扱規程に基づき、毎年４月に保有個人情報管理チェックリストにより

行うこととされている保有個人情報のアクセス権限を有する者等による管理状況につ

いての点検を、保有個人情報を管理する保護管理者４名により実施し、その実施結果

を個人情報管理委員会に報告した。 

⑦ 諸規程改正時のメール送信等（25年４月～26年３月） 

諸規程の改正変更等について、役職員に周知するためメール送信及び職員専用情報

サイトに掲載した。 

 

(2) 事務リスク自主点検等の実施及び業務改善への反映  

○ 監事監査、内部監査及び会計監査人監査並びに事務リスク自主点検において指摘等さ

れた事項及び改善事項となったものの改善状況を点検項目に入れ、以下のリスク管理の

観点から、25年９月に事務リスク自主点検を行った。 

 

  1) 事務の適正執行の担保（事務リスク） 

(1) 決裁手続きが適正か（決裁権者の決裁を得て、事務を進めているか）。 

(2) 事務規程に則し、事務を行っているか。 

(3) 法人文書管理規則に基づき、適切に事務処理が行われているか。 

等について、下記①～③の業務等に係る稟議書、契約書、金銭消費貸借証書等の書

類点検等を行った。 

① 農業信用保険、漁業信用保険、林業債務保証の契約締結 

② 農業・漁業災害補償関係業務の基本契約書の締結 

③ 農業、林業及び漁業の融資資金の貸付、管理及び回収 

 

2) 内部統制強化のための法令遵守リスク（不正の防止） 

以下の業務等に係る稟議書、契約書等の書類点検と重要文書・郵便切手等の保管

状況の確認等を行った。 

(1) 年度計画の届出、重要文書等の保管 

(2) 物品購入等の契約に関する事務 

(3) 登記事項の保管 

(4) 郵便切手等の金庫内保管 

 

12月17日開催の業務改善委員会において、上記の点検結果をもとに改善策の検討を行

い、その結果を理事長に報告した。 

 

○ その他諸リスクへの対応 

25年度においても、業務における諸リスクに対応するため、コンプライアンス委員会、

業務改善委員会、情報化推進委員会、個人情報管理委員会、余裕金運用委員会、契約監

視委員会等のモニタリング等を実施し、また、監事監査や会計監査人監査により、会計

処理の合理性、業務の運営・執行の正当性、効率性等についてチェックを行い、結果に

ついて理事長に報告した。 

 

○ 大規模災害発生時の対応取組の強化 

首都圏直下型地震等の大規模災害が発生し、信用基金の機能に甚大な影響を及ぼす恐

れがある場合を想定して、業務を円滑に継続するための対応計画、業務継続のための執

行体制や執行環境等を定めるため、「大規模災害発生時対応計画」（21年12月策定）を

廃止し、「業務継続計画」を26年３月に策定した。 

 

(3)目標管理の導入による適切な人事評価、業績及び勤務成績等の給与・退職金等への一層

の反映 

○ 目標管理の導入による人事評価制度については、24年４月から実施している。 

人事評価の方法については、能力評価（判断力、業務への取り組み方等）及び業績評

価（年度計画に則した業務目標の策定等）並びにこれらを総合した総合評価により実施

し、直属の課長等による一次評価の後に、理事・部長等による不均衡等調整を経て、理

事長が最終評価することとし、人事評価制度が信用基金の公正、効率的な業務運営等に
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資することとしている。 

 

○ 役員の期末特別手当や退職手当については、役員給与規程・役員退職手当規程に基づ

き、業務実績評価結果に応じた業績勘案率等を勘案して支給している。 

評 価 の 指 標 ○ 外部有識者の知見を活用するなど、コンプライアンスの充実・強化に向けた取組状況

○ 事務リスク自主点検等の実施状況 

○ 目標管理を取り入れた人事評価の定着状況 

○ 業績及び勤務成績等の給与・退職金等への反映状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 コンプライアンスの充実・強化に向けた取組、事務リスク自主点

検事項の事後点検、目標管理を取り入れた人事評価の取組は、着実

に実施されており、十分に評価できる。引き続き着実な実施が期待

される。 

Ａ 

（参考：年度計画） 

ア 業務の適正な執行を図るため、コンプライアンス・プログラムに基づき、外部の有識者の専門的知

見も活用しつつ、コンプライアンス委員会を中心にコンプライアンスの推進に向けた取組を適切に実

施する。 

特にコンプライアンス・マニュアルの職員への一層の周知に努めるとともに、コンプライアンス・

チェックの適切な実施・フォローに努める。 

イ 業務の適正化を図るため、部室が所掌する事務の自主的な点検及び職員からの業務改善提案に対す

る取組を適切に実施する。 

ウ 目標管理を取り入れた適切な人事評価を定着させるとともに、業務遂行へのインセンティブの向上

を目指して、業績及び勤務成績等を給与・退職金等に確実に反映させる。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置               

 中項目： ５ 業務実施体制の強化                                

  小項目：                                          

 

中 期 目 標  事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析を四半期毎に実施し、その結果を着実に業務運

営に反映させる。 

中 期 計 画 事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析を四半期毎に実施し、その結果を理事長のリー

ダーシップの下、着実に業務運営に反映させる。 

業 務 の 実 績 ○ 事業ごとに客観的な立場から評価を行い、その結果を業務運営に的確に反映させるた

め、評価分析を実施しているが、第３期中期計画に合わせ、25 年７月に事業評価分析実

施要領を一部改正して、評価項目の見直しと、評価分析の実施時期を年３回から年４回

（４月・７月・10月・１月）に変更した。 

また、各部署における中期計画・年度計画の進捗・執行状況については、各期の評価

分析結果をもとに企画調整室が確認し、必要に応じ該当部署と協議を行い、同分析結果

に反映している。 

この評価分析結果については、理事長、理事者等が参加する役員懇談会において意見

交換が行われ、今後の対応方針等を理事長が最終決定し、決定事項については職員へ通

知し信用基金全体で共有している。 

 

○ ７月・10月・１月の期中評価分析結果については各々８月20日・11月13日・２月12日

の役員懇談会に提出し、審議後、結果を職員へ通知した。 

評 価 の 指 標 ○ 評価・分析の実施状況及びその結果の業務運営への反映状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 事業毎の評価・分析について、評価項目及び実施時期の見直しに

ついてはおおむね評価できる。 

 一方で、評価・分析結果の業務運営への反映については、一層の

取組に期待する。 

Ｂ 

（参考：年度計画） 

事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析を四半期毎に実施し、その結果を着実に業務運営に反映させる。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： ５ 業務実施体制の強化                              

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 情報セキュリティに配慮した業務運営の情報化・電子化に取り組み、業務運営の効率化

と情報セキュリティ対策の向上を図る。 

中 期 計 画 情報セキュリティに配慮した業務運営の情報化・電子化の取り組みについて、業務運営

の効率化と情報セキュリティ対策の向上を図るため、次の事項を推進・実施する。 

ア 政府機関統一基準群を含む政府機関における一連の対策を踏まえ、適宜、独立行政法

人農林漁業信用基金情報セキュリティ規程等の見直し等を行うこととし、情報セキュリ

ティ対策に係るPDCAサイクルを構築するための取組を推進する。 

イ 緊急時を含め、農林水産省・財務省との実効性のある連絡体制を整備し、情報セキュ

リティ上の課題について、農林水産省・財務省との情報交換を積極的に行う。 

特に、事故・障害等が発生した場合には、速やかに農林水産省・財務省の情報セキュ

リティ責任者に連絡して適切な対策を実施する。 

業 務 の 実 績 (1) 政府機関における対策を踏まえた情報セキュリティ規程等の見直し及び情報セキュリ

ティ対策に係る PDCA サイクルの構築 

○ 第２期中期計画中に、情報システムの管理に関する基本規程の整備を行い(Plan)、そ

の規定に基づき実行(Do)をしているが、25 年４月 10日に PDCA サイクルの点検段階とし

て、情報セキュリティ対策自己点検を行い、その点検結果について分析のうえ、25年 12

月の情報化推進委員会に報告し、個別に改善の必要があった者には改善を促した。 

 

○ 26 年３月より、情報セキュリティの確保に資するため、LAN パソコンにおける USB メ

モリ等の利用を規制した。 

 

○ 情報セキュリティ対策の向上を図るため、｢情報セキュリティ及び保有個人情報の管理

状況｣について、26 年２月に無通告の内部監査を実施した。 

 

(2) 主務省との連絡体制の整備及び情報セキュリティ上の課題に係る情報交換 

○ 農林水産省金融調整課・財務省政策金融課と信用基金システム管理課との間で、情報

セキュリティに関する緊急時の連絡先を交換した。 

評 価 の 指 標 ○ 独立行政法人農林漁業信用基金情報セキュリティ規程等の見直し状況 

○ 情報セキュリティ対策に係るPDCAサイクルの構築に向けた取組状況 

○ 主務省との連絡体制の整備状況及び情報セキュリティ上の課題に係る情報交換状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

情報セキュリティ向上に向けた取組は、おおむね評価できるが、

情報セキュリティ対策に係る動向も踏まえた一層の取組に期待す

る。 
Ｂ 

（参考：年度計画） 

情報セキュリティに配慮した業務運営の情報化・電子化の取り組みについて、業務運営の効率化と情報

セキュリティ対策の向上を図るため、次の事項を推進・実施する。 

ア 政府機関統一基準群を含む政府機関における一連の対策を踏まえ、適宜、信用基金の情報セキュリティ

規程等の見直し等を行うこととし、情報セキュリティ対策の実施状況自己点検を引き続き実施し、点検

結果について改善措置等のフォローアップを実施する。 

イ 緊急時を含め、農林水産省・財務省との実効性のある連絡体制を整備し、情報セキュリティ上の課題

について、農林水産省・財務省との情報交換を積極的に行う。 

特に、事故・障害等が発生した場合は、速やかに農林水産省・財務省の情報セキュリティ責任者に連

絡して適切な対策を実施する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置              

 中項目： ６ 情報システムの整備                               

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  主要な情報システムについて、コストの削減、調達における透明性の確保及び業務運営

の効率化・合理化を図る観点から、システムの改善に努める。 

中 期 計 画 主要な情報システムについて、コストの削減、調達における透明性の確保及び業務運営

の効率化・合理化を図る観点から、システムの改善に努める。 

業 務 の 実 績 ○ 各業務において、以下のとおり情報システムの整備を行い、コスト削減や調達におけ

る透明性確保に努めた。 

 

【農業信用保険業務】 

○ 農業信用保険業務においては、畜産特別支援資金融通事業実施要綱（平成 25年２月 26

日付け 24 農畜機第 4699 号）が制定され、25年度から畜産特別資金として「畜産経営改

善緊急支援資金」が保険対象資金として追加されることとなり、これに対応するための

関係プログラムの修正及び各種マスタの追加・変更を実施した。 

なお、上記の件については、一般競争入札を 25年５月９日に実施し、プログラム修正

開発業者と 25年５月 15日付けで契約締結を完了した。 

 

【林業信用保証業務】 

○ 林業信用保証業務においては、情報系システムの中の一次格付判定モデルにより信用

格付を行っているが、当該一次格付判定モデルについては、前回チューニングから５年

が経過し、その間の国内情勢の変化などにより、財務情報の傾向値に変化が生じ、信用

格付の分布と倒産確率にずれが見られるようになったため、格付判定精度の維持・向上

により信頼性を高めることを目的として 25年９月に最新のデータに基づき、プログラム

修正を行った。なお、実施業者は、公募により選定した。 

 

【漁業信用保険業務】 

○ 漁業保証保険システムを稼働するサーバ等について、システムの安定稼働を図るため

25 年度中に更新を行った。 

なお、調達に当たっては、25年12月25日に一般競争入札を実施、落札者を決定した。

また、新サーバ等へのシステム移行作業についても、25年12月26日に一般競争入札を実

施、落札者を決定した。 
 

評 価 の 指 標 ○ 情報システムの改善状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 情報システム改善に向けた取組は十分に評価できる。 
Ａ 

（参考：年度計画） 

主要な情報システムについて、コストの削減、調達における透明性の確保及び業務運営の効率化・合理

化を図る観点から、システムの改善に努める。
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： ７ 調達方式の適正化                               

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  随意契約見直し計画に基づき、一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募）を着実

に実施する。 

中 期 計 画 随意契約見直し計画に基づき、一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募）を着実

に実施する。 

 

 

業務の実績 ○ 25年度に締結した契約は、件数で12件、金額65百万円で、契約方式別にみると、全て

一般競争入札等となっている。 

件数 金額 件数 金額 件数 金額

  実績   12 65 -        -        12 65

構成比 100% 100% -        -        100% 100%

（単位：件、百万円）

区 分
一般競争入札等 随意契約 合　計

注１．少額随意契約除く。

注２．一般競争入札等については、企画競争、公募を含む。

25年度

 
○ この12件の応募者数は１者が５件、２者が１件、３者が３件、４者が２件、６者が１

件であった。 
一般競争入札等に係る応札者数調べ （単位：件）

区分 応札者数 １者 ２者 ３者 ４者 ５者以上 合計

平成25年度 件数 ５ １ ３ ２ １ 12

一般競争入札等に係る落札率調べ （単位：件）

区分 落札率 100% 90％台 80％台 70％台 60％台 50%台 30%台 20％台 合計

平成25年度 件数 １ ２ ５ ２ - １ - １ 12-

40％台

 

○ 一者応札・応募解消の改善策として、毎年予定されている契約及び実施時期が明らか

な契約について、24年度より事前公表を実施しており、25年度においても信用基金ウェ

ブサイトの「契約関連情報」に掲載を行った（25年５月28日）。 

また、入札等公告の際に仕様書等も併せて掲載し、利便性の向上を図った。 

評 価 の 指 標 ○ 随意契約見直し計画に基づく、一般競争入札等の実施状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 少額随意契約を除く契約は、全て一般競争入札等で行われてお

り、一者応札・応募解消の改善策も着実に実施されているなど、契

約の適正化に向けた取組は十分に評価できる。 
Ａ 

（参考：年度計画） 

随意契約見直し計画に基づき、一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募）を着実に実施する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： ７ 調達方式の適正化                               

  小項目：                                           

 

中 期 目 標  契約監視委員会及び契約審査委員会の活用等により、一般競争入札等が真に競争性・透

明性が確保される方法により実施されているか等契約の適正な実施を図る。 

中 期 計 画 契約監視委員会及び契約審査委員会の活用等により、一般競争入札等について真に競争

性・透明性が確保される方法により実施されているか等契約の適正な実施を図る。 

業 務 の 実 績 ○ 契約監視委員会は、弁護士、公認会計士、税理士及び信用基金監事をもって構成し、

契約案件について、真に競争性が確保されているか、点検、見直しを行うもので、その

構成委員名、議事結果については、信用基金ウェブサイトで公表している。 

 

○  契約監視委員会については、年１回以上開催することとしており、26 年２月 19 日に開

催した。 

その際、委員から、①仕様書について随時見直しを行うこと、②入札から履行までの

期間が短い案件については極力公告時期を早め、業務等準備期間を十分に確保すること、

③公告周知方法の改善策として、他法人の事例を参考にして各業界団体へ声をかけるこ

とについて検討すること等について提案があった。 

 

○ 契約審査会は、総括理事、財務担当理事、総括調整役及び参事をもって構成し、随意

契約（少額随意契約及び公募して行う随意契約を除く）の審査を行うものである。   

なお、25 年度においては検討対象とすべき契約案件がなかったため、契約審査会の開

催実績はない。 

 

〇 競争参加者資格審査委員会は、総括理事、財務担当理事、総括調整役及び参事をもっ

て構成し、競争参加者の資格審査を行うものである。 

  なお、25 年度においては資格審査をすべき競争参加者がいなかったため、競争参加者

資格審査委員会の開催実績はない。  

評 価 の 指 標 ○ 適正な契約の実施状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 契約監視委員会等の活用により、契約の適正化が図られており、

十分に評価できる。 Ａ 

（参考：年度計画） 

契約監視委員会及び契約審査委員会の活用等により、一般競争入札等について、真に競争性・透明性が

確保される方法により実施されているか、随意契約の理由が妥当か等契約の適正な実施を図る。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： ７ 調達方式の適正化                               

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フォローアップを実

施する。 

 

中 期 計 画 随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フォローアップを実

施する。 

 

業 務 の 実 績 ○ 契約情報取扱公表要領に基づき、予定価格が以下の額を超える契約について、信用基

金ウェブサイトで公表した。 

  【公表する契約】 

   工事又は製造・・・・・・予定価格 250 万円 

   財産の購入・・・・・・・予定価格 160 万円 

   賃貸・・・・・・・・・・予定価格 80 万円 

   その他の役務・・・・・・予定価格 100 万円 

 

○ 20 年度契約実績に対する随意契約等見直し計画（22 年４月公表）に基づく契約状況の

フォローアップについては、毎年度実施しており、25 年度においても信用基金ウェブサ

イトで公表した（25年８月 30 日）。 

評 価 の 指 標 ○ 随意契約見直し状況の公表及びフォローアップの状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 随意契約見直しのフォローアップ状況や契約情報の公表により、

契約の適正化が図られており、十分に評価できる。 Ａ 

（参考：年度計画） 

随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フォローアップを実施する。 

 

（ｳｪﾌﾞｻｲﾄ公表例） 
（様式１-３）

物品役務等の名称及び数量 契約担当役等の氏名 契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

一般競争入札・指名競
争入札の別（総合評価

方式の実施有無）
予定価格 契約金額 落札率 備　　考

平成２５年度消耗品一括購入
契約担当役

宮﨑　正義
平成25年4月4日

(株)徳河
東京都豊島区東池袋
5-18-8

一般競争入札 － 1,601,565円 －

単価契約
（契約金
額の欄は
調達予定
額であ
る）

畜産経営改善緊急支援資金に係る農業
保証保険システム修正

契約担当役

宮﨑　正義
平成25年5月15日

(株)日本ソフトウェ
アテクノロジー
東京都千代田区神田
和泉町1-3-4

一般競争入札 － 3,034,500円 －

カレンダーの企画及び印刷
契約担当役

宮﨑　正義
平成25年9月30日

野崎印刷紙器（株）
神奈川県川崎市幸区
古市場1-52

一般競争入札
（総合評価方式）

－ 2,499,000円 －

パソコンの購入
理事長

堤　芳夫
平成25年11月13日

ソフトブレーン
（株）
東京都中央区八重洲
2-3-1

一般競争入札 － 4,331,775円 －

漁業保証保険システム及び貸付金管理
システムに用いるサーバ等の購入・保
守

理事長

堤　芳夫
平成26年1月22日

(株)大塚商会
東京都千代田区飯田
橋2-18-4

一般競争入札 － 12,054,000円 －

漁業保証保険システム及び貸付金管理
システムに用いるサーバ等の更新に伴
うプログラム修正

契約担当役

塚本　和男
平成26年1月21日

(株)日本ソフトウェ
アテクノロジー
東京都千代田区神田
和泉町1-3-4

一般競争入札 － 2,711,520円 －

林業信用保証業務の基幹系システムの
機能改修業務

理事長

堤　芳夫
平成26年3月25日

(株)ＩＳＡＰ
東京都品川区大井1-
23-4

一般競争入札 － 3,082,860円 －

漁業保証保険システム及び貸付金管理
システムの保守

理事長

堤　芳夫
平成26年3月28日

(株)日本ソフトウェ
アテクノロジー
東京都千代田区神田
和泉町1－3－4

一般競争入札 － 9,331,200円 －

平成２５年度競争入札に係る情報の公表（物品役務等）
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置             

 中項目： ７ 調達方式の適正化                               

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施についてチェックを

受ける。 

中 期 計 画 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施についてチェックを

受ける。 

 

業 務 の 実 績 下記監査において、契約の適正な実施についてチェックを受けている。 

 

（監事による監査の実施） 

○ 25 年３月に改正された監事監査規程に基づき監査を受けている。 

契約に関する文書は、監事監査規程第 12条に基づき、決裁文書を施行前に回付するこ

とにより、契約の適切性等について事前チェックを受けている（予定価格が少額である

場合の随意契約に関する文書を除く）。 

このほか、定例監査（期末監査（25年 4月～6月）及び期中監査（25年 10 月～12 月））

において、契約の適切性についてチェックを受けている。 

 

（会計監査人による監査の実施） 

○ 会計監査人による期中監査（25 年 10 月２日～11日、26年２月３日～７日及び３月３

日～７日）、理事長等とのディスカッション（25年 11 月 25 日）及び期末監査（26 年４

月４日及び５月 19 日～６月 13 日）が実施された。 

  ① 期中監査 

    各勘定ごとに 25 年４月から 26 年２月までの期中取引について、各種証憑類の金

額突合等により、取引の実在性、帳簿記入の正確性、全般的内部統制の有効性等に

ついての検証が行われたが、指摘はなかった。 

    また、農業保証保険システム、林業業務システム及び漁業保証保険システムの概

況に関する監査により、各情報システムに関する全般的統制及び業務処理統制につ

いて検証が行われたが、指摘はなかった。 

  ② 期末監査 

    資産の実在性を確かめるため、各勘定ごとに現金、預金通帳・証書、有価証券、

切手印紙類について、現物の実査が実施されるとともに、相手方に対しての残高確

認が行われ、実在性が確認された。 

 また、各勘定ごとに 26年３月の期中取引及び決算整理事項について、各種証憑類

の金額突合等により、取引の実在性、帳簿記入の正確性、内部統制の有効性等につ

いての検証が行われたが、指摘はなかった。 

評 価 の 指 標 ○ 入札・契約についての監事及び会計監査人による監査の実施状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 入札・契約に関する監事及び会計監査人による監査の実施状況に

ついては、十分に評価できる。 Ａ 

（参考：年度計画） 

監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施についてチェックを受ける。
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため 

とるべき措置                                     

 中項目： １ 事務処理の迅速化                              

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 保険引受審査・保険金支払審査、納付回収金の受納、貸付審査等の業務内容に応じ、利

用者の利便性の向上に資する観点から、標準処理期間内に案件の85％以上を処理する。ま

た、保険金の支払審査、代位弁済の実行等に係る標準処理期間を５％以上短縮する。 

なお、標準処理期間等の見直しに当たっては、経費の増大を招かないようにする。 

中 期 計 画 保険引受審査・保険金支払審査、納付回収金の受納、貸付審査等の業務内容に応じ、利

用者の利便性の向上に資する観点から、保険金の支払審査、代位弁済の実行等に係る標準

処理期間を５％以上短縮し、以下の標準処理期間内に案件の85％以上を処理する。 

ア 保険通知の処理・保険料徴収   37日 

イ 保険金支払審査   25日 

ウ 納付回収金の受納   29日 

エ 保証審査      ７日 

オ 代位弁済      135日 

カ 貸付審査 

農業長期資金       償還日と同日付貸付 

農業短期資金     月３回（５のつく日） 

林業         ３日 

漁業長期資金       償還日と同日付貸付 

漁業短期資金       ８日  

業務の実績 ○ 標準処理期間内の事務処理について、25年度は以下のとおりであり、全て目標の85％

を達成した。 

保険通知の処理・保険料徴収 69,267 69,036 99.7%

保険金支払審査 1,533 1,533 100.0%

納付回収金の受納 70,444 70,444 100.0%

農業長期資金の貸付審査 73 73 100.0%

農業短期資金の貸付審査 54 54 100.0%

保証審査 1,372 1,245 90.7%

代位弁済 68 68 100.0%

貸付審査 42 42 100.0%

保険通知の処理・保険料徴収 49,004 49,004 100.0%

保険金支払審査 187 183 97.9%

納付回収金の受納 10,410 10,410 100.0%

漁業長期資金の貸付審査 318 318 100.0%

漁業短期資金の貸付審査 7 7 100.0%

（処理状況）

農業信用
保険業務

林業信用
保証業務

漁業信用
保険業務

区分

（単位：件）
25年度

全処理件数
(Ａ)

標準処理期間
内の処理件数

(Ｂ)

標準処理期間
内の処理割合

(Ｂ÷Ａ)

評 価 の 指 標 ○ 標準処理期間内の事務処理の達成度合（85％以上） 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

全ての項目で目標が達成されており、十分に評価できる。 

引き続き目標が達成されることを期待する。 

  
Ａ 
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（参考：年度計画） 

保険引受審査・保険金支払審査、納付回収金の受納、貸付審査等の業務内容に応じ、利用者の利便性

の向上に資する観点から、以下の標準処理期間内に案件の 85％以上を処理する。 

ア 保険通知の処理・保険料徴収 37 日 

イ 保険金支払審査       25 日 

ウ 納付回収金の受納      29 日 

エ 保証審査          ７日 

オ 代位弁済          135 日 

カ 貸付審査 

農業長期資金        償還日と同日付貸付 

農業短期資金        月３回（５のつく日） 

林業            ３日 

漁業長期資金        償還日と同日付貸付 

漁業短期資金        ８日 

 

注：上記項目のうち、｢エ 保証審査｣及び｢カ 貸付審査 林業｣については、営業日ベースである。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため 

とるべき措置                                      

 中項目： １ 事務処理の迅速化                               

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 基金協会等関係機関との間で、保険引受審査、保険金支払審査等に係る情報の共有、意

見調整を着実に行う。 

中 期 計 画 農業・漁業の信用基金協会等関係機関との間で、保険引受審査、保険金支払審査等に係

る情報の共有、意見調整を着実に行う。 

業 務 の 実 績 【農業信用保険業務】 

○ 保証要綱等の制定・改正について、基金協会からの提出資料又は対面により協議を実

施した（167 件）（24 年度 193 件）。なお、当該協議のうち、東日本大震災に対処する

ための資金に係る保証要綱等の制定・改正の協議を４件実施した（24 年度 13件）。 

 

○ 各県の資金需要、保証利用状況、保証推進体制等についての現況把握と情報の共有を

図るため、10月から 11月にかけて５協会と現地協議を実施した（24 年度５協会）。 

 

○ 大口保険引受対象案件等に関する情報の共有 

・ 大口保険引受対象案件（320 件（条件変更含む））について、基金協会からの提出資

料又は対面によりすべて事前協議を実施した（24年度 357 件）。このうち、大口保険

引受に係る基金協会との対面での協議は、22件であった（24年度 12件）。 

・ 大口保険引受対象案件等に係る経営状況及び期中管理等について、信用基金が基金

協会からのヒアリングを通じて、事故防止に関する認識の共有化を図るため、９月か

ら11月にかけて13協会で現地協議を実施した（24年度11協会）。 

○ 大口保険金請求対象案件の事前協議 

・ 大口保険金請求対象案件（23件）について、基金協会からの提出資料又は対面によ

りすべて事前協議を実施した（24年度21件）。このうち、基金協会との対面での協議

は、３件であった（24年度５件）。 

・ 基金協会から提出された協議資料の内容について記載事項の検証を行っており、代

位弁済の妥当性や回収見込み等についての認識の共有に努めることにより、基金協会

の適切な代位弁済の実施を図っている。 

・ 事前協議の結果、あらかじめ審査書類を確認し、疑問点を解決することで、支払審

査の効率化に繋がっている。 

 

○ 求償権に関する情報の共有 

現地協議において、保険金残高が１千万円以上の大口求償債務者の回収見込額及び回

収経過について、信用基金が基金協会からのヒアリングを通じて、回収向上に関する認

識の共有化を図るため、９月から11月にかけて９協会で現地協議を実施した（24年度８

協会）。 

 

【漁業信用保険業務】 

○ 大口保険引受対象案件の事前協議 

・ 大口保険引受対象案件（81 件）について、基金協会からの提出資料又は対面により

すべて事前協議を実施した（24 年度 58件）。このうち、大口保険引受に係る基金協会

との対面での協議は、15件であった。 

・ 大口保険引受対象案件に係る基金協会との事前協議に際し、基金協会から提出され

た協議資料の内容について照会・確認しながら協議を実施し、当該基金協会との間で

認識の共有、情報の蓄積に努めることにより審査の一層の効率化・厳格化に活用して

いる。 

・ 大口保険引受対象案件の事前協議を通じて得られた情報及び知見を各基金協会に

フィードバックすることにより、基金協会の保証審査能力の向上、事故の回避を図っ



 

 31

た。 

 

○ 大口保険金請求対象案件の事前協議 

・ 大口保険金請求対象案件（48 件）について、基金協会からの提出資料によりすべて

事前協議を実施した（24年度 33 件）。 

・ 大口保険金請求対象案件の代弁事前協議審査に係る情報の共有、意見調整について

は、基金協会から提出された協議資料の内容について基金協会と電話等により記載事

項の検証を行っており、代位弁済の妥当性や回収見込み等について当該基金協会との

間で認識の共有に努めている。 

・ 事前協議の結果、あらかじめ審査書類を確認し、疑問点を解決することで、支払審

査の効率化に繋がっている。 

 

〇 求償権に関する情報の共有 

基金協会から、25 年３月末現在の「求償権分類管理表」の提出を受け、回収見込額

及び回収経過等についての情報を共有し、25年度においても 13協会で現地協議を実施

した（24 年度 12協会）。 

評 価 の 指 標 ○ 基金協会等関係機関との情報の共有、意見調整の状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

大口保険引受対象案件等に係る事前協議の実施等により、基金協

会等関係機関との情報共有等が図られており、十分に評価できる。Ａ 

（参考：年度計画） 

基金協会等関係機関との間で、保険引受審査、保険金支払審査等に係る情報の共有、意見調整を着実

に行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため 

とるべき措置                                       

 中項目:  １ 事務処理の迅速化                                  

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 専決権限の弾力化、意思決定や業務処理の方法の見直しを行う。 

中 期 計 画 専決権限の弾力化、意思決定や業務処理の方法の見直しを行う。 

 

業 務 の 実 績 ○ 各業務において、制度の改正等に合わせ、利用者の手続面での負担軽減となるよう取

り組んだ主な事項は以下のとおりである。 

【農業信用保険業務】 

・ 中小企業金融円滑化法の期限到来後においても、これまでと同様、基金協会におい

て同法の趣旨を踏まえた対応が図られるよう、信用基金における審査について弾力的

に行う旨、「農業者等に対する金融円滑化の取組の推進について」を基金協会宛に通

知し、事務処理が円滑に行われるよう対応した(25 年４月 12日付け施行)。 

・ 12 月に経営者保証に関するガイドライン研究会（事務局：全国銀行協会及び日本商

工会議所）から「経営者保証に関するガイドライン」が公表されたことに伴い、基金

協会に対して同月 19日に同ガイドラインの周知を図るため文書による連絡を行った。

さらに、１月と２月には同ガイドラインへの当面の事務対応や留意事項について連絡

を行い、引受審査がスムーズにできるよう対応した。 

 

【林業信用保証業務】 

・ 25 年度の東日本大震災復旧緊急保証を実施するに当たり、予算成立日に「東日本大

震災に対処するための林業信用保証に関する独立行政法人農林漁業信用基金林業信用

保証業務細則の特例業務細則」の一部改正を行い、東日本大震災復旧緊急保証の引受

審査がスムーズにできるよう対応した。 

 

【漁業信用保険業務】 

 ・ 23 年５月に第１次補正予算により措置された「漁業者等緊急保証対策事業」に係る

保証を、基金協会が迅速かつ円滑に実施できるよう、25 年度も引き続き、大口保証に

係る事前協議については、保証決定予定日まで１ヵ月を切る場合であっても協議を受

け付けることとする等、漁業保証保険取扱要領の特例を設けた（25 年３月 19 日付け施

行）。 

・ 東日本大震災により事務所の流出、崩壊等によって取扱要領に定める代位弁済請求

資料を整えることが出来ない金融機関において基金協会の事務の円滑化を図る観点か

ら25年度も引き続き代位弁済請求資料の簡素化等、漁業保証保険取扱要領の特例を設

けた（25年３月21日付け施行）。 

 

【各部門共通】 

・ 25年10月より信用基金内部の規程の制定・改廃手続きについて決裁前に企画調整室

へ説明するルールを設け、改正内容を職員情報サイトへ掲示し、全役職員へメールで

通知することで周知を図った。 

評 価 の 指 標 ○ 専決権限の弾力化、意思決定や業務処理の方法の見直し状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 代位弁済請求資料の簡素化をはじめとする業務処理方法の見直

し等が行われており、おおむね評価できる。 Ｂ 

（参考：年度計画） 

事務手続の明確化・簡素化など、業務処理の方法の見直しを行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため 

とるべき措置                                      

 中項目： ２ 国民一般や利用者に対する情報開示の充実及び利用者の意見の反映        

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 信用基金の業務の必要性、役割及び農林漁業者の事業活動への効果や成果について、国

民一般や利用者を対象に、図表なども含めて分かりやすい形で幅広く周知するなど情報開

示の充実を促進する。 

中 期 計 画 信用基金の業務の必要性、役割及び農林漁業者の事業活動への効果や成果について、国

民一般や利用者を対象に、図表なども含めて分かりやすい形で幅広く周知するなど情報開

示の充実を促進する。 

業務の実績 (1) ウェブサイト等による情報開示の充実 

○ ウェブサイトの更新を 99 回行った。主な内容は下記のとおり。 

区分 事　項 掲載日

「東日本大震災に関する情報」を更新 ５月22日、６月11日、７月４日

「独立行政法人農林漁業信用基金」（パンフレット）を更新 ８月１日

「農業信用保証保険制度のご案内」（パンフレット）を更新 ９月20日

「林材業の業況動向調査（平成25年度上期・下期）の結果」を公表 ７月24日、12月27日

25年度

 

(2) 迅速な情報の提供（１週間以内の更新） 

○ 公表すべき情報は、下記のとおりすべて１週間以内に掲載した。 

区分 事　項 基準日 掲載日

「役員の状況」の変更 ４月１日 ４月４日

「職員の給与及び退職手当の支給の基準」の変更 ４月１日 ４月４日

「財務諸表等　平成24年度」の掲載 ６月24日 ６月24日

「農林水産省独立行政法人評価委員会による評価　平成24年度及び第２期中期
目標期間に係る業務の実績に関する評価結果」の掲載

９月４日 ９月４日

「財務省独立行政法人評価委員会による評価　平成24年度及び第２期中期目標
期間に係る業務の実績に関する評価結果」の掲載

９月17日 ９月17日

「平成23事業年度評価結果の主要な反映状況」の掲載 ９月18日 ９月18日

「役員の状況」の変更 10月１日 10月１日

「職員の給与及び退職手当の支給の基準」の変更 １月１日 １月６日

「職員の給与及び退職手当の支給の基準」の変更 ４月１日 ３月31日

25年度

 

(3) ウェブサイトのアクセス分析の実施 

○ 25年度のウェブサイトアクセス件数（トップページに最初に訪れた件数）は、72,876

件(24年度57,888件)であった。 

なお、利用者からの要望、意見等はなかった。 

区分 24年度 25年度 増減

(Ａ) (Ｂ) (Ｂ／Ａ) 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

アクセス件数 57,888 72,876 125.9% 53,574 61,469 81,596 55,062 55,211

○アクセス件数

（参考）

（単位：件）
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(4) 各業務における情報提供 

○ 各業務における関係機関への情報提供の主なものは以下のとおりである。 

【農業信用保険業務】 

・ ６月に信用基金の農業部門の保険事業の概況を取りまとめた「保険事業概況」を作

成し、基金協会等関係機関へ配布した。 

・ ９月に農業信用保証保険制度の普及推進に向けて、「農業信用保証保険制度のご案

内」（パンフレット）をリニューアルし、基金協会等関係機関へ配布するとともに、

ウェブサイトに掲載した。 

・ 12 月に農業信用保証保険事業の動向や当該年度の特徴をとりまとめた「農業信用保

証保険年報」を発行し、基金協会等関係機関へ配布した。 

・ １月に基金協会が行う保証業務と信用基金が行う保険業務、融資業務及び農業信用

保証保険制度の参考資料をとりまとめた「農業信用保証・保険業務要覧」を発行し、

基金協会等関係機関へ配布した。 

 

【林業信用保証業務】 

・ ５月に 25 年度における東日本大震災復旧緊急保証を実施するに当たり、「東日本

大震災に対処するための林業信用保証に関する独立行政法人農林漁業信用基金林業

信用保証業務細則の特例業務細則」を一部改正し、47都道府県、全相談員、業界関係

団体及びすべての約定融資機関に対し書面で周知させるとともに、６月に緊急保証の

内容をウェブサイトに掲載した。 

・ ５月に広く国民一般に対し基金制度を周知するため、農林水産省・林野庁主催の「緑

のフェスティバル」に参加し、情報提供に努めた。 

・ ７月に「林材業の業況動向調査（平成 25 年度上期）の結果」を、12 月に「林材業

の業況動向調査（平成 25年度下期）の結果」をウェブサイトに掲載した。 

 

【漁業信用保険業務】 

・ 事業概要をとりまとめた「業務報告書」を作成し、９月に基金協会をはじめ関係機

関に配布した。 

・ 11 月に、漁業信用保証保険事業の動向や当該年度の特徴をとりまとめた「業務統計

年報(漁業信用保険業務)」を発行し、基金協会等関係機関へ配布した。 

評 価 の 指 標 ○ ウェブサイト等における情報の充実の状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 ウェブサイト等を通じた情報公開や関係機関等への情報提供の

充実に向けた取組は、十分に評価できる。 Ａ 

（参考：年度計画） 

(1) 信用基金の業務の必要性、役割及び農林漁業者の事業活動への効果や成果について、国民一般や

利用者を対象に、図表なども含めて分かりやすい形で幅広く周知するなど情報開示の充実を促進す

る。 

(2) 各業務において、保険引受等の情報・データの取りまとめ、基金協会等関係機関への提供、パン

フレット等を活用したＰＲ活動の推進などの情報提供に取り組む。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置                                     

 中項目： ２ 国民一般や利用者に対する情報開示の充実及び利用者の意見の反映        

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 信用基金の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報・業務内容等に応

じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底する。 

中 期 計 画 信用基金の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報・業務内容等に応

じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底する。 

業 務 の 実 績 ○ 財務内容等の一層の透明性を確保するため、25年６月 28日に信用基金ウェブサイトに

おいて、以下の情報を掲載した。 

① 財務諸表について、セグメントごとの財務諸表と併せて、決算概要を説明した資料

② 決算情報について、経年比較や財務分析指標 

③ 事業報告書について、セグメント事業損益の経年比較・分析、セグメント総資産の

経年比較・分析、セグメントごとの財源構造、セグメントごとの財務データ及び業務

実績報告書と関連付けた事業説明 

評 価 の 指 標 ○ セグメント情報の開示の状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 セグメント情報は適切に開示されており、十分に評価できる。 

 引き続き、利用者・閲覧者の利便性向上の観点から、情報開示の

あり方についての取組に期待する。 

Ａ 

（参考：年度計画） 

信用基金の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、ウェブサイトを活用して、決算情報・業

務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置                                     

 中項目： ２ 国民一般や利用者に対する情報開示の充実及び利用者の意見の反映        

 小項目：                                          

 

中 期 目 標 信用基金の利用者の意見募集を幅広く定期的に行い、業務運営に適切に反映させる。 

中 期 計 画 アンケート調査等の実施により、信用基金の利用者の意見募集を幅広く定期的に行い、

業務運営に適切に反映させる。また、苦情への適切な対応を行う。 

 

業 務 の 実 績 (1) 利用者アンケート調査等の実施及び業務運営への反映 

○ 各業務における関係機関へのアンケート調査等による意見の収集は以下のとおりであ

る。 

【農業信用保険業務】 

・ 農業信用保険業務に関する重要事項の説明や業務に対する意見を聴くために、政

府以外の出資者である基金協会及び農林中央金庫を構成員とする「農業信用保険運

営協議会」を 25 年６月及び 26 年３月に開催し、信用基金の 24 年度決算、26年度年

度計画及び業務の現況等について説明を行った。 

・ 基金協会を対象に、今後の保証引受動向・保証案件の延滞動向に係るアンケート

及び農協別、銀行等別の基金協会保証利用の状況調査を 25 年 11 月に実施した。調

査結果については、業務推進の参考にするとともに、基金協会等に配布して情報の

共有を図っている。 

 

【林業信用保証業務】 

・ 林業信用保証業務に関する重要事項の説明や業務に対する意見を聴くために、政

府、都道府県以外の出資者の組織する林業関係中央団体である(一社)全国木材組合

連合会等８団体及び農林中央金庫を構成員とする「林業信用保証連絡協議会」を 25

年８月に開催し、信用基金の業務の現況等について説明し、その後、意見交換を行っ

た。 

・ 25 年６月及び 11 月に林業者等を対象に「林材業の業況動向調査」を実施した。こ

れは、６月及び 11 月時点での関係業界における売上げ、純利益、資金繰り、設備投

資等の現況・見通し及び 25 年度上期（25 年４月～25 年９月）の実績を把握すると

ともに、林業信用保証制度等についての意見・要望についても併せて調査したもの

である。 

調査結果については、資金需要に応じた保証拡大に向けての業務の参考にすると

ともに、基金職員が、都道府県開催の連絡協議会で紹介したり、複数の業界紙に紹

介される等により、林業信用保証制度の普及に寄与している。加えて、信用基金ウェ

ブサイトに掲載するほか、保証利用者、都道府県等に配布して広く情報の共有を図っ

ている。 

 

【漁業信用保険業務】 

・ 漁業信用保険業務に関する現況等の説明や業務に対する意見を聴くために（一社）

漁業信用基金中央会、農林中央金庫等を構成員とする「漁業信用保険連絡協議会」

を 25 年７月に開催し、24年度決算や漁業信用保険業務の現況等について説明し、意

見交換を行った。出席者からは、要改善漁協等への対応状況や東日本大震災の被害

を受けた漁協の復興の状況等について情報提供があり、意見交換行い、情報の共有

が図られた。 

・ 25 年９月～11月に開催された基金協会主催のブロック会議に出席し、24年度決算

や漁業信用保険業務の状況等について説明した。会議では、各基金協会が提言した

課題や広域合併等について意見交換を行い、情報の共有が図られた。 
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(2) 苦情への対応・体制の整備 

○ 25年度に発生した苦情１件について、適切に対応し、26年３月に開催したコンプライ

アンス委員会において、対応状況を報告した。 

評 価 の 指 標 ○ アンケートの実施及び業務への反映状況 

○ 苦情への対応状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

アンケート実施や会議等の場における意見交換等を通じて得ら

れた意見等については、業務運営に反映されており、おおむね評価

できるが、一層の活用が期待される。 
Ｂ 

（参考：年度計画） 

アンケート調査等の実施により、信用基金の利用者の意見募集を幅広く定期的に行い、業務運営に適

切に反映させる。また、独立行政法人農林漁業信用基金苦情対応要領に基づき、苦情への適切な対応を

行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため 

とるべき措置                                    

 中項目： ２ 国民一般や利用者に対する情報開示の充実及び利用者の意見の反映       

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 特定独立行政法人に準じ、その職員の勤務時間その他の勤務条件を公表するよう努める。

中 期 計 画 特定独立行政法人に準じ、その職員の勤務時間その他の勤務条件を公表するよう努める。

 

業 務 の 実 績 ○ 改正の都度、信用基金のウェブサイトで公表している（最新25年４月１日付）。 

評 価 の 指 標 ○ 職員の勤務条件の公表状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

職員の勤務条件については、適切に公表が行われており、十分に

評価できる。 Ａ 

（参考：年度計画） 

職員の勤務時間その他の勤務条件を規定した就業規則を公表する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                           

 中項目： １ 適切な保険料率・保証料率・貸付金利の設定                   

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 保険料率・保証料率については、適正な業務運営を行うことを前提として、農林漁業の

特性を踏まえつつ、リスクを勘案した適切な水準に設定する。 

その際、制度資金の政策効果の発揮や農林漁業者の負担増加にも配慮しつつ、引き続き、

業務収支の状況や保険事故等の発生状況の実態を踏まえ、毎年度、料率算定委員会におい

て保険料率・保証料率の水準を点検し、必要に応じて、保険料率・保証料率の見直しを行

う。なお、林業信用保証業務については、業務収支の黒字を目指し、代位弁済率の低減を

図るとともに、保証料収入について中期目標期間終了時までに平成24年度比で1.6%の増を

目指す。 

中 期 計 画 保険料率・保証料率については、引受審査能力の向上等による適正な業務運営を行うこ

とを前提として、農林漁業の特性を踏まえつつ、リスクを勘案した適切な水準に設定する。

その際、制度資金の政策効果の発揮や農林漁業者の負担増加にも配慮しつつ、引き続き、

業務収支の状況や保険事故等の発生状況の実態を踏まえ、毎年度、料率算定委員会におい

て保険料率・保証料率の水準を点検し、必要に応じて、保険料率・保証料率の見直しを行

う。なお、林業信用保証業務については、業務収支の黒字を目指し、代位弁済率の低減を

図るとともに、保証料収入について中期目標期間終了時までに平成24年度比で1.6％の増を

目指す。 

業務の実績 (1) 料率算定委員会における保険料率・保証料率水準の点検及び必要に応じた見直し 

【農業信用保険業務】 

○ 24年11月27日に開催された規制・制度改革委員会の「集中討議」において、「農業者

の経営努力を反映した個々の信用リスクに応じた段階別保証料率の導入について、24年

度中に一定の方向性に向けて結論を出す」とされたことから、基金協会等関係機関と今

後のスケジュールやデータの収集方法などについて協議・検討を行い、25年度からの第

３期中期目標期間内の速やかな導入に向けて検討することとした。 

 

○ 26年１月及び３月に保険料率算定委員会を開催し、「20年７月に改定した保険料率の

基礎とした理論値」と「24年度保険事業実績を加えて算定した理論値」についての比較

検証及び信用リスクに応じた段階別保証・保険料率導入の検討経過について報告した。

その結果、農業経営維持資金等において乖離が見られたものの、 

① 畜産関係の特別対策や金融円滑化法による対策の効果と今後の影響を考慮する

必要があること 

② 現行保険料率は収支均衡料率を前提にしているが、農業者の負担軽減の観点から

収支均衡料率までの引上げを行わなかった資金や、料率を据置きとすることにより

全体で収支均衡とした経緯もあること 

から、現段階において保険料率を変更することは適当ではないと考えられるが、段階別

保証・保険料率の導入状況を見て引き続き検討することとした。 

 

【林業信用保証業務】 

○ 26年３月に保証料率算定委員会を開催し、19年の保証料率改定時の考え方に即して、

現行の保証料率の点検とその妥当性の検討をした。 

この結果、収支相等を図る上での保証料率の理論値を算出したが、林材業界を取り巻

く経営環境や東日本大震災復興支援等の観点を踏まえると、これを実際に適用すること

は現実的ではなく、被保証者の保証料負担がこれ以上増えないよう、現行の保証料率の

体系及び水準を維持することが重要であると判断し、当面は信用保証の需要、代位弁済

及び財務状況等の動向を注視していく方向で対応する方針とした。 

 

【漁業信用保険業務】 

○ 26年３月に保険料率算定委員会を開催し、「20年４月に改定した保険料率の基礎とし

た理論値」と「24年度保険事業実績を加えて算定した理論値」について比較分析を行っ

た。その結果、 
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① 全体的な傾向としては、理論値保険料率は「20トン以上」の区分で減少し、「そ

の他」の区分で増加しているが、東日本大震災による影響もあり、これが小さくな

るまでの間は確定的なものとして判断することが困難であり、引き続き状況を注視

する必要があること 

② 近年の厳しい経済情勢を背景にした政府全体の経済対策の一環として、水産業経

営についても21、22年度に燃油高騰等を背景とした漁業情勢悪化の影響により資金

繰りに窮している中小漁業者等に対し漁業緊急保証対策事業が実施され、23年度か

らは東日本大震災による影響を受けた中小漁業者等に対して、漁業者等緊急保証対

策事業が実施されるなど、漁業経営者に対する政府の支援措置等がなされているこ

と 

③ 近年の漁業部門の事業収支は黒字基調で推移していること 

④ 近年の金融の方向性として、保証人や担保に依存しない融資・保証への取組が推

進されており、23年度からの無保証人型漁業融資促進事業、25年度の経営者保証に

関するガイドラインに基づく保証の実施などの影響について、今後の分析が必要で

あること 

から、現状において保険料率を引き上げることは適当ではないと考えられ、現時点にお

いて保険料率は据え置くこととし、今後とも漁業経営を取り巻く環境の変動に注視しつ

つ、状況の変化を踏まえた保険料の見直しの検討を行っていく必要がある。 

 

(2) 林業信用保証業務における業務収支の黒字化に向けた保証料収入の増（平成24年度対

比1.6％増） 

○ 25年度保証引受累計額は、前年度比で105.6％と増加したが、長期資金の引受が減少

していることや期中管理の観点から保証期間を通常より短期化して対応した案件が増

加したこと等から、結果的に保証料収入は３億62百万円となり、達成率は93.5％となっ

た（なお、25年度は業務収支の黒字化に向け、代位弁済額の抑制及び求償権回収額の増

加等の成果を収めた。）。 

25年度

目標 実績

保証料収入額 387 362

（達成率） (93.5%)

（単位：百万円）

 
 

評 価 の 指 標 ○ 保険料率・保証料率の設定状況 

○ 料率算定委員会における保険料率・保証料率の見直し状況 

○ 林業信用保証業務における代位弁済率の低減及び保証料収入の増加に向けた取組状況

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 保険料率・保証料率については、保険料率・保証料率算定委員会

にて、適切に検討が行われており、おおむね評価できる。 

 今後は、農林漁業者が置かれている状況を踏まえつつ、より適切

な利用者負担水準についての検討を期待する。 

 また、林業信用保証業務における業務収支の黒字化に向けた取組

については、一層の取組を期待する。 

Ｂ 

（参考：年度計画） 

保険料率・保証料率については、引受審査能力の向上等による適正な業務運営を行うことを前提として、

農林漁業の特性を踏まえつつ、リスクを勘案した適切な水準に設定する。 

このため、引き続き、業務収支の状況や保険事故等の発生状況の実態を踏まえ、料率算定委員会におい

て保険料率・保証料率の水準を点検し、必要に応じて、保険料率・保証料率の見直しを行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： １ 適切な保険料率・保証料率・貸付金利の設定                  

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 基金協会及び共済団体等に対する貸付金利については、貸付目的､市中金利等を考慮した

適切な水準に設定する。 

中 期 計 画 基金協会及び共済団体等に対する貸付金利については、貸付目的、市中金利等を考慮し

た適切な水準に設定する。 

業 務 の 実 績 ○ 基金協会の保証能力の維持増大及び保証債務の円滑な履行に資するために行っている

基金協会への融資資金に係る貸付金利については、市中金利の動向等を参考とし以下の

利率で貸付を行った。利率は、日本銀行公表の「預金種類別店頭表示金利の平均年利率

等について」における預入期間ごとの利率に２分の１を乗じて得た利率である。なお、

貸付金利水準については、業務あり方検討会において検討し、現行水準で据え置くこと

とした。 

 

【農業信用保険業務】 

 ・長期資金：貸付金利 0.0155％、貸付件数 73 件 

（24 年度：貸付金利 0.016％、貸付件数 115 件） 

 ・短期資金：貸付金利 0.0125％、貸付件数 54 件 

（24 年度：貸付金利 0.0125％～0.016％、貸付件数 58 件） 

 

【漁業信用保険業務】 

 ・長期資金：貸付金利 0.013％(１年)、0.0155％(２年)貸付件数 318 件 

（24 年度：貸付金利 0.013％(１年)、0.016％(２年)貸付件数 350 件） 

・短期資金：貸付金利 0.0125％、貸付件数７件 

（24年度：貸付金利 0.0125％～0.013％、貸付件数８件） 

評 価 の 指 標 ○ 基金協会に対する貸付金利の設定状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 基金協会への貸付金利については、日本銀行が公表している金利

と連動しており、市中金利を踏まえたものとおおむね評価できる。

今後は、より適切な貸付金利の設定に向けた一層の検討を期待す

る。 

Ｂ 

（参考：年度計画） 

基金協会及び共済団体等に対する貸付金利については、貸付目的、市中金利等を考慮した適切な水準に

設定する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                           

 中項目： ２ 引受審査の厳格化等                              

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務において、基金協会の保証要綱等の制定・改正

に伴う協議を実施する。また、大口保険引受案件及び大口保険金請求案件の事前協議を引

き続き実施するとともに、審査を厳格化する観点から、事故率の高い資金等を中心に、事

前協議対象を拡大する。 

中 期 計 画 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務において、基金協会の保証要綱等の制定・改正

に伴う協議を実施する。また、大口保険引受案件及び大口保険金請求案件の事前協議を引

き続き実施するとともに、審査を厳格化する観点から、速やかに基金協会と協議の上、事

故率の高い資金等を中心に、事前協議対象を拡大する。 

業 務 の 実 績 【農業信用保険業務】 

○ 保証要綱等の制定・改正について、基金協会からの提出資料又は対面により協議を実

施した（167 件）（24 年度 193 件）。なお、当該協議のうち、東日本大震災に対処する

ための資金に係る保証要綱等の制定・改正の協議を４件実施した（24 年度 13件）。 

 

○ 大口保険引受対象案件の事前協議 

・ 大口保険引受対象案件及び大口保険金請求対象案件に係る基金協会との事前協議に

ついて、一層の徹底を図ることとして次のとおり実施している。 

① 19 年度より大口保険引受対象案件の事前協議について、農業経営負担軽減支援資

金・畜特資金・家畜飼料特別支援資金の対象金額を１億円から５千万円に引下げた。

② 21 年６月に畜産経営維持緊急支援資金を事前協議対象案件として追加した。 

③ 19 年度より大口保険金請求案件の事前協議の対象案件の要件について、従前の「法

人５千万円以上、個人３千万円以上」から、法人・個人を問わず「一律３千万円以

上」とし、審査対象案件の範囲を広げた。 

・ 大口保険引受対象案件 320 件（条件変更含む）について、基金協会からの提出資料

又は対面によりすべて事前協議を実施した（24 年度 357 件）。このうち、基金協会と

の対面での協議は 22件であった（24年度 12 件）。 

   対面に要した日数等は次のとおりである（平均）。 

   ① 人数：相手方２人、当方３人 

   ② １回当たりの協議時間：２時間 

③ １案件当たりの協議回数：１回～２回、その後、電話、書面及び電子メールに

より協議 

・ 事前協議については、被保証人の財務内容、資金の償還可能性等を総合的に勘案し

た協議を実施しており、大口保険引受対象案件事前協議 320 件（条件変更含む）のう

ち、取り下げが 11 件となった（24 年度 15件）。 

 

○ 部分保証の実施 

・ 大口保険引受対象案件事前協議 279 件(条件変更除く)のうち部分保証の対象となる

(新)大家畜特別支援資金４件、畜産経営改善緊急支援資金 20件、農業経営負担軽減支

援資金１件について、部分保証が的確に実施されていることを確認した（24 年度は、

(旧)大家畜特別支援資金 54 件、(旧)養豚特別支援資金２件、農業経営負担軽減支援資

金３件）。なお、24 年度は、(旧)大家畜特別支援資金及び(旧)養豚特別支援資金の貸

付期間の最終年度であり、借換対象資金の残高借換えがあったため、当該資金の大口

保険引受対象案件事前協議の件数が例年に比べ多くなっている（当該資金は、毎年の

約定償還金の借換資金を融通するものであるが、貸付期間の最終年度に限り、残高一

括借換えが認められている。）。 

 

○ 大口保険事前協議対象の拡大への取組 

・ 26 年３月に開催した全国専門部会（基金協会の参事・局長クラスを構成員）におい

て、資金別・引受金額規模別の事故率・保険収支について分析を行い、今後、事前協

議の対象範囲の拡大について引き続き検討を行うこととした。 
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○ 大口保険金請求対象案件の事前協議 

・ 大口保険金請求対象案件（23 件）について、基金協会からの提出資料又は対面によ

りすべて事前協議を実施した（24年度 21 件）。このうち、基金協会との対面での協議

は、３件であった（24 年度５件）。 

・ 事前協議においては、記載事項の検証や保険金請求をしようとする額の妥当性等に

ついて審査を行っている。 

 

【漁業信用保険業務】 

○ 大口保険引受対象案件の事前協議 

・ 大口保険引受対象案件に係る基金協会との事前協議について、一層の徹底を図るこ

ととして次のとおり実施している。 

① 借替緊急資金については、19 年度から保証額が業種別の基準額の２分の１を超え

るものとした。 

② 20 年度から、保険引受リスクの高い経営安定資金及び緊急融資資金については、

信用基金と基金協会との年度当初の保証保険契約から除外し、該当案件が生じる度

に個別に審査を行ったうえで、保証保険契約金額の変更により対応することとした。

・ 大口保険引受対象案件（81 件）について、基金協会からの提出資料又は対面により

すべて事前協議を実施した（24 年度 58件）。このうち、基金協会との対面での協議は

15 件であった。 

・ 事前協議については、被保証者の財務内容、資金の償還可能性等を総合的に勘案し

た協議を実施しており、大口保険引受対象案件 81件のうち、保証条件が変更された案

件は、２件であった。 

・ 大口保険引受対象案件に係る基金協会との事前協議に際し、基金協会から提出され

た協議資料の内容について照会・確認しながら協議を実施し、当該基金協会との間で

認識の共有、情報の蓄積に努めることにより審査の一層の効率化・厳格化に活用して

いる。 

・ 大口保険引受対象案件事前協議について、保証保険取扱要領においては、基金協会

は信用基金に「保証決定予定日の一月前までに」協議書を提出する旨が規定されてい

るが、25年度も引き続き、緊急保証に係る案件については、早急に対応できるよう１ヵ

月を切る案件においても協議の受付をする旨を 25年３月に基金協会に通知した。 

 

○ 大口保険事前協議対象の拡大への取組 

・ 大口保険引受対象案件の事前協議の対象範囲の拡大について、平成 25 年９月～11

月に開催された基金協会ブロック会議（全国５会場）にて、基金協会、水産庁等と検

討・協議を行うことを各基金協会理事長ほかに説明した。これを受けて、平成 26 年２

月及び３月に、｢事故率の高い資金等の事前協議の対象範囲の拡大」について（一社）

漁業信用基金中央会及び水産庁と検討・協議を開始している。 

 

○ 大口保険金請求対象案件の事前協議 

・ 大口保険金請求対象案件（48件）について、すべて事前協議を実施した（24年度 33

件）。 

・ 事前協議においては、記載事項の検証や代位弁済の妥当性や回収見込み等について

審査を行っている。 

評 価 の 指 標 ○ 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務における基金協会の保証要綱等の制定・改正

に伴う協議の実施状況 

○ 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務における基金協会との事前協議の実施状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 農業・漁業信用保険業務における大口保険引受案件等の事前協議

実施による審査厳格化の取組は、十分に評価できる。引き続き、事

前協議の範囲拡大に向けた一層の取組を期待する。 
Ａ 

（参考：年度計画） 

農業信用保険業務及び漁業信用保険業務において、基金協会の保証要綱等の制定・改正に伴う協議を実

施する。また、大口保険引受案件及び大口保険金請求案件の事前協議を引き続き実施するとともに、事故

率の高い資金等の事前協議の対象範囲の拡大について、速やかに基金協会と検討･協議を行う。 



 

 44

独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                         

 中項目： ２ 引受審査の厳格化等                            

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  

中 期 計 画 信用基金職員及び基金協会職員向けの保証審査・求償権管理回収に係る研修会を開催す

る。 

 

業務の実績 【農業信用保険業務】 

○ 外部講師（協同セミナー専任講師）による保証審査実務担当者研修会を東京都のコー

プビルにて９月 19 日～20日の２日間にわたり実施（参加者：基金協会職員 45名。参加

率 77％（36 協会／47 協会））した。研修内容は、担保評価の実務であり、アンケート

による満足度は 90%であった。 

 

○ 外部講師（弁護士）等による求償権管理回収等事務研修会を東京都のコープビルにて

10 月３日～４日の２日間にわたり実施（参加者：基金協会の職員 45名。参加率 83％（39

協会／47 協会））した。研修内容は、①保証債務の履行に当たっての留意点、②求償権

回収の事例研究、③基金協会における求償権回収の取り組みであり、求償権回収の事例

研究ではグループ討議を取り入れたこともあり、満足度 99％であった。 

 

○ これらの研修については、基金協会のニーズも高く、継続希望もあることから、職員

の資質向上に寄与しているものと考えられる。 

 

【漁業信用保険業務】 

○ 基金協会及び信用基金の職員を対象として、（一社）漁業信用基金中央会との共催で

「全国研修会」を 26 年２月に東京都で開催した。研修内容は経営者保証のガイドライ

ンへの対応等であり、参加者は基金協会職員 53名、参加率 98％（41 協会／42協会）で

あった。また、研修内容等についてアンケート調査を実施したところ、満足度は 98％で

あった。なお、基金協会のニーズも高く、研修の継続希望もあることから、職員の資質

向上に寄与しているものと考えられる。 

 

   

評 価 の 指 標 ○ 保証審査・求償権管理回収に係る研修会の実施状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

保証審査等の研修会については、参加者の満足度が高く、研修に

対する高いニーズが認められるなど、十分に評価できる。より一層

の研修内容等の充実に向けた取組を期待する。 
Ａ 

（参考：年度計画） 

信用基金職員及び基金協会職員向けの保証審査・求償権管理回収に係る研修会を開催する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                         

 中項目： ２ 引受審査の厳格化等                            

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 ― 

中 期 計 画 研修等による信用基金職員の資質の向上、現地協議の推進等により、信用基金の相談機

能を強化する。 

 

業 務 の 実 績 【農業信用保険業務】 

○ 電話等により随時、基金協会からの保証保険に関しての相談に対応し、主要相談件数

は 47 件であった（24年度 57 件）。 

 

○ 現地協議・個別協議を以下のとおり実施した。 

① 大口保険引受案件等についての経営状況及び期中管理等を把握するため、基金協

会との現地協議を９月から 11 月にかけて 13協会で実施した（24年度 11 協会）。

② 保険金の支払・回収に関しては、求償権の管理・回収等の強化及び事故防止等を

図るため基金協会との現地協議を９月から 11 月にかけて９協会で実施した（24 年

度８協会）。 

③ 上記①、②のほか、基金協会からの申し出に基づく基金協会との個別協議につい

ては延べ 18 協会実施した（24年度延べ 17協会）。 

 

【林業信用保証業務】 

○ 25 年度も引き続き、東日本大震災復旧緊急保証等について保証課内で相談窓口を常時

開設するほか、保証審査に関する研修等による職員の資質向上、現地訪問の際に直接相

談を受けるなど相談機能の強化に努めた。 

 

【漁業信用保険業務】 

○ 大口保険引受案件（81 件）について基金協会と事前に個別協議を実施し、引き続き、

信用基金の相談機能の強化を図っている。 

 

○ 保険金の支払・回収については、求償権の管理・回収の強化等を図るため現地協議を

７月から８月にかけて 13協会で実施した（24年度 12 協会）。 

また、基金協会の申し出に基づく基金協会との個別協議については延べ６協会実施し

た（24年度延べ６協会）。 

評 価 の 指 標 ○ 信用基金の相談機能の強化の状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

相談機能強化の状況・取組は、十分に評価できる。 

引き続き、相談機能の強化に向けた一層の取組を期待する。 Ａ 

（参考：年度計画） 

研修等による信用基金職員の資質の向上、現地協議の推進等により、信用基金の相談機能を強化する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                         

 中項目： ２ 引受審査の厳格化等                            

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 林業信用保証業務においては、財務状況の的確な判断等による審査の厳格化、木材関係

団体を通じた優良事業体への保証利用促進の働きかけ等による優良保証の確保、金融機関

との情報共有の取組を講ずるほか、債務保証先の財務状況のフォローアップの在り方につ

いて専門家を交えた経営診断・指導等を引き続き実施する。また、中期目標期間中に部分

保証を拡充するなど、収支均衡に向けて引き続き取り組む。 

中 期 計 画 林業信用保証業務においては、財務状況の的確な判断等による審査の厳格化、木材関係

団体を通じた優良事業体への保証利用促進の働きかけ等による優良保証の確保、金融機関

との情報共有の取組を講ずるほか、債務保証先の財務状況のフォローアップの在り方につ

いて専門家を交えた経営診断・指導等を引き続き実施する。また、中期目標期間中に部分

保証の拡充、審査の厳格化などの多様な手法により収支均衡に向けて引き続き取り組む。

業 務 の 実 績 (1) 引受審査の厳格化の取組 

○ 保証引受審査に当たっては、定量要因について、当該申請企業の財務諸表（新規の者

は直近３年分、継続利用の者は直近５年分、更に必要に応じて試算表徴求）を詳細に分

析するとともに信用基金が保有する資産査定データ等も活用して的確に評価している。

さらに、定性要因として、林業・木材産業者等の特性を踏まえ、規模・生産性・経営

体制・品質管理・融資機関の融資姿勢などの要因の分析を厳格に行っている。 

これにより、新規・増額案件、財務内容不良案件等について、総括調整役（林業担当）

等を構成員とする債務保証審査協議会で、業況や財務状況の今後の見通し、担保等によ

る保全の可否等を踏まえた厳格な保証審査を行った（全体の審査件数 1,800 件、うち審

査協議件数 466 件。この結果、保証審査による減額等 93 件（20.0％）25 年度実績）。

 

(2) 優良事業体への保証利用促進の働きかけ等の取組 

○ 現地調査の際に訪問した融資機関（10 店舗）に対し、保証利用促進のための働きかけ

を行っている。また、関係団体等主催の制度説明会（７回）への出席時に利用促進の働

きかけを行った。 

 

(3) 金融機関との情報共有への取組 

○ 保証審査時に融資機関への照会を行ったり、バンクミーティング（４回）が開催され

る際には積極的に参加するなどして、情報共有を図るよう努めた。 

 

(4) 専門家を交えた経営診断・指導等の実施 

○ 債権者集会に出席した際に、再生支援協議会や融資機関と協調し、場合によってアド

バイスを行った（６回）。また、現地調査の際に、企業に対してアドバイスを行った。

評 価 の 指 標 ○ 林業信用保証業務における引受審査の厳格化等への取組状況 

○ 優良事業体への保証利用促進の働きかけ等の取組状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

引受審査の厳格化に向けた取組はおおむね評価できる。また、

現地調査時に優良事業体の保証利用の働きかけを行うなど、優良

保証の確保に向けた取組についても一定の評価ができる。  

今後は、融資機関との連携強化などによる、引受審査の厳格化

等への一層の取組を期待するとともに、債務保証先への支援強化

にも期待したい。 

Ｂ 

（参考：年度計画） 

林業信用保証業務においては、財務状況の的確な判断等による審査の厳格化、木材関係団体を通じた

優良事業体への保証利用促進の働きかけ等による優良保証の確保、金融機関との情報共有の取組を講ず

るほか、債務保証先の財務状況のフォローアップの在り方について専門家を交えた経営診断・指導等を
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引き続き実施する。また、中期目標期間中に部分保証の拡充、審査の厳格化などの多様な手法により収

支均衡に向けて引き続き取り組む。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

中項目： ３ モラルハザード対策                             

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務について、金融機関におけるモラルハザード防

止の観点から、農漁業者の負担や国庫負担の増加を避けることに留意しつつ、部分保証や

ペナルティー方式（代位弁済時等に一定額を金融機関が負担する方式）などモラルハザー

ド防止対策に関して、導入効果を検証の上、引き続き実施するとともに、部分保証の拡充

に関しても検討し、必要に応じて実施する。 

中 期 計 画 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務について、金融機関におけるモラルハザード防

止の観点から、農漁業者の負担や国庫負担の増加を避けることに留意しつつ、部分保証や

ペナルティー方式（代位弁済時等に一定額を金融機関が負担する方式）などモラルハザー

ド防止対策に関して、導入効果を検証の上、引き続き実施するとともに、基金協会等との

意見交換等の連携を深めながら部分保証の拡充についても検討し、必要に応じて実施する。

業 務 の 実 績 【農業信用保険業務】 

○ モラルハザード対策として、19 年度より農業経営負担軽減支援資金、畜特資金につい

て借入者の負債比率に応じた部分保証を導入し、また、家畜飼料特別支援資金について

も 20 年度から 70％の部分保証を導入した。 

さらに、25 年度から貸付けが行われている(新)大家畜特別支援資金、(新)畜産経営改

善緊急支援資金について、借入者の負債比率に応じた部分保証を導入したところである。

 

○ 25 年度はこれらの資金について計 168 件の部分保証を実施した（24年度 354 件）。 

 

○ 25 年度においては、26 年３月に「農業信用保険業務あり方検討会」を開催し、モラル

ハザード防止対策について検討した。その結果、基金協会において収支の悪化要因となっ

ている資金に対する部分保証や事故率の高い資金を中心に代位弁済時に金融機関に対し

て出資等の負担を求めるペナルティ方式を導入するなど、かなりの対策が講じられてい

るが、中期目標において、「モラルハザード防止対策に関して、導入効果を検証の上、

引き続き実施する」こととされているため、保険収支動向等を注視しながら引き続き検

討していくこととした。 

 

【漁業信用保険業務】 

○ 金融機関におけるモラルハザード防止の観点から、昭和 57年度以降、緊急融資資金に

ついて、代位弁済事故があった際に、金融機関が代位弁済額の５～15％を基金協会に対

し出資する「特別出資制度」を導入している。 

加えて、20年４月から経営安定資金に部分保証（保証割合 80％）を導入したところで

ある。 

 

○ 25 年度は、24 年度に引き続き経営安定資金の保証引受はなかった。 

 

○ 25年度においては、26年３月に｢漁業信用保険業務あり方検討会」を開催し、現状のモ

ラルハザード対策の効果等の検討を行った。検討の結果、漁業部門の収支は黒字基調で

推移しており、現行のモラルハザード対策が収支均衡に一定の効果をもたらしていると

推察されること、水産業経営については原油・魚粉の価格の上昇等により不安定な状況

が続いており、更なる措置を講ずることは漁業者への円滑な融資の阻害につながること

が懸念されることから、現在講じているモラルハザード対策を着実に実施することとし、

今後とも保険収支や漁業金融の情勢等を注視しつつ、引き続き、部分保証の拡充等のモ

ラルハザード対策について検討していく。 

評 価 の 指 標 ○ 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務におけるモラルハザード防止対策の実施状況

○ 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務における部分保証の拡充に向けた検討状況 
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評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

モラルハザード防止対策の取組は、十分に評価できる。 

引き続き、農業者・漁業者等の負担増加に留意しつつ、一層の

取組強化に向けた検討を期待する。 
Ａ 

（参考：年度計画） 

農業信用保険業務及び漁業信用保険業務について、金融機関におけるモラルハザード防止の観点から、

農漁業者の負担や国庫負担の増加を避けることに留意しつつ、部分保証やペナルティー方式（代位弁済

時等に一定額を金融機関が負担する方式）などモラルハザード防止対策に関して、導入効果を検証の上、

引き続き実施するとともに、基金協会等との意見交換等の連携を深めながら部分保証の対象とすべき資

金等について検討する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： ３ モラルハザード対策                             

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 林業信用保証業務について、中期目標期間中に部分保証を拡充するなど、収支均衡に向

けた取組を実施する。 

中 期 計 画 林業信用保証業務について、中期目標期間中に部分保証を拡充するなど、収支均衡に向

けた取組を実施する。 

業 務 の 実 績 ○ 原則として部分保証の対象資金、新規・増額案件で部分保証が妥当と判断される案件、

同額・減額更新案件で財務内容等の悪化により 100％保証から部分保証へ移行させること

が妥当と判断される案件等について、引き続き、部分保証の拡充等に取り組んでいく。

 

○ 25 年度は、保証引受 1,380 件のうち、315 件について部分保証（保証割合 80％）を実

施した（24年度保証引受 1,359 件のうち部分保証 277 件）。 

評 価 の 指 標 ○ 林業信用保証業務における部分保証の拡大などの収支均衡に向けた取組状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

林業信用保証業務における部分保証の拡充に向けた取組は、お

おむね評価できる。 

引き続き、中期目標期間中に、より一層の部分保証の拡充が行

われることを期待する。 

Ｂ 

（参考：年度計画） 

林業信用保証業務について、中期目標期間中に部分保証を拡充するなど、収支均衡に向けた取組を実

施する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                           

 中項目： ４ 求償権の管理・回収の強化等                          

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 回収実績の向上と経費の効率化を図るため、基金協会との連携を強化するほか、債権回

収業者（サービサー）等の活用による回収策については、費用対効果を検証の上、回収委

託基準の明確化等を実施する。また、保険料・保証料・貸付金利息を確実に徴収する。 

中 期 計 画 回収実績の向上と経費の効率化を図るため、基金協会との連携を強化するほか、債権回

収業者（サービサー）等の活用による回収策については、費用対効果を検証の上、回収の

可能性、債権額の規模や委託に要する経費に照らし、指標の設定を含め回収委託基準の明

確化等を実施する。また、保険料・保証料・貸付金利息を確実に徴収する。 

業務の実績 (1) 回収金の実績及び回収実績向上のための取組 

【農業信用保険業務】 

○ 25 年度の回収金収入の目標 28 億 33 百万円に対し、25 年度の収入実績は 28 億 48 百

万円であり、達成率は 100.5％となった。 

目標 実績 目標 実績

2,833 2,848 3,075 2,910

(100.5%) (94.6%)

（単位：百万円）

(参考)24年度
区 分

25年度

回収金収入
（達成率）

 
 

○ ９月から11月にかけて９協会で現地協議を実施し、保険金残高が１千万円以上の大口

求償債務者の回収見込額及び回収経過について基金協会からのヒアリングを行い、回収

強化を働きかけた（24年度８協会）。 

 

○ 求償権管理回収助成 

・ 基金協会の求償権が568億円（24年度末）となり、その回収が喫緊の課題となって

いることから、回収等の実績に応じ各基金協会に交付しているところである（25年度

28百万円）。 

・ 近年、求償権回収のために法的措置等に要した債権管理費が増加傾向にある中、本

助成金を基金協会における求償権の行使及び保全に係る費用として効果的に活用す

るとともに、基金協会の求償権管理回収におけるインセンティブを高める効果が期待

される。 

 

【林業信用保証業務】 

○  25年度の求償権回収収入の目標３億43百万円に対し、25年度の収入実績は５億12百万

円であり、達成率は149.3％となった。これは、求償権回収計画に対して、PDCA活動を

展開し、随時、担保物件の任意売却を進め、かつ、サービサーへの強力な働きかけを行

い進捗状況を確認しながら取り組んできたことによるものである。 

目標 実績 目標 実績

343 512 377 339

(149.3%) (89.8%)

 回収金収入
（達成率）

（単位：百万円）

区 分
(参考)24年度25年度

 

25年度 512 8.0% 34.0%14 41 

（単位：百万円）

うちｻｰﾋﾞｻｰ回収額
（Ｂ）

ｻｰﾋﾞｻｰによる回収割合
（Ｂ／Ａ）

経費率
（Ｃ／Ｂ）

ｻｰﾋﾞｻｰ委託経費
（Ｃ）

区分
回収総額
（Ａ）
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【漁業信用保険業務】 

○ 25年度の回収金収入の目標４億46百万円に対し、25年度の収入実績は９億36百万円で

あり、達成率は209.7％となった（24年度収入実績に対する25年度収入実績は131.5％）。

これは、主に震災県において回収金が増加したことが要因である。 

目標 実績 目標 実績

446 936 1,050 712

(209.7%) (67.8%)

区 分
(参考)24年度

（単位：百万円）

25年度

回収金収入
（達成率）

 
○ 求償権を有する38の基金協会から、25年３月末現在の「求償権分類管理表」の提出を

受け、回収見込額及び回収経過等についての情報を共有し、25年度においても７月以降

に求償権回収方針や求償債務者の現況等について、13協会で現地協議を実施した（24年

度12協会）。 

 

○ 求償権回収の一層の促進を図るため、上半期の求償権回収実績が一定割合（25年度は

71％）に満たない基金協会を対象に、求償権回収の進捗に係る個別協議を25協会で実施

した（24年度27協会）。 

 

○ 回収奨励金 

回収奨励金は前年度の回収金額に対して、一定率で各基金協会に交付している。25年

度の交付額は24年度の回収金額が23年度より約４億円減少したことから、約14百万円と

なり、前年度より約７百万円減少した。 

 

(2) サービサー等の活用による回収策について費用対効果の検証及び回収委託基準の明確

化等（林業信用保証業務） 

 

（費用対効果の検証について） 

１ 現状 

信用基金においては、融資機関と管理業務委託契約をしていることから、代位弁済後

は融資機関と連携して求償権の回収促進を図っている。通常は２～３年の間で回収可能

（預金相殺、担保処分、破産配当等）な先を優先的に回収した後、担保処分が長期化、

債務者・連帯保証人との回収交渉が難航している先を中心に、サービサーへ委託してい

る。 

 

２ サービサー活用による費用対効果の検証 

23、24年度のサービサーによる回収実績から費用対効果を検証したところ、下記のと

おりとなり、サービサーを活用する方が費用に対して効果の方が高いことが判明した。

① サービサー活用による回収実績は、全体の回収金額の13％程度である。しかしな

がら、「１ 現状」で述べたとおり、回収可能な先を優先的に回収した後の回収促

進であり、直近23、24年度でみるとサービサーへの支払金額以上の回収金額が確保

されている。 

② サービサーを活用しないで信用基金の職員が担当した場合の24年度コスト試算

では、20百万円を要し、サービサー支払費用13百万円を上回る経費であることが判

明した。 

③ その他、サービサーを活用することにより管理課業務の効率化、また、キメ細か

な活動により主債務者、連帯保証人に対する面談、交渉を実施し、実態把握と時効

の中断を図ることができ求償権の管理面での強化に繋がる。 
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サービサー回収額と支払費用の実績

23年度 24年度
全体の回収金額 Ａ 413 339

うちサービサーの回収金額 Ｂ 35 44
全体に対する回収率 Ｂ / Ａ 8% 13%

うちサービサーの回収金額 Ｂ 35 44
サービサーへの支払費用 Ｃ 12 13

純回収金額 Ｂ－Ｃ 23 31

区 分
(単位：百万円)

 
（回収委託基準の明確化） 

○ 上記の費用対効果検証結果及び過去の回収実績（代位弁済後５年目までは、毎年度、

求償権残高に対して１％以上の回収実績があるが、６年目以降は極端に下落する等）を

踏まえて、サービサーを効果的に活用するため、次のとおり求償権の回収委託基準を明

確化するとともに、委託期間（原則２年間）及び委託解除基準（回収額が、委託時求償

権残高に対して１％あるいは20万円に満たない債権を原則委託解除とする）を設け、26

年３月６日付けで「求償権の回収委託に関する実施要領」を改正した。 

・ 求償権取得から５年以内の期間で債権回収が見込まれる先で、以下の①または②の

いずれかに該当するものとする。 

① 求償権に係る債務者または保証人が非協力的等の理由で弁済が進まない先で、債

権回収の実現のために債務者または保証人に対する弁済交渉の頻度を増やすこと

や、法的手続の実施が必要な先 

② 不動産担保等の資産処分が完了しておらず、具体的な処分計画が策定出来ていな

い先で、回収の実現のために早急な任意処分交渉の実施や法的手続の実施が必要な

先 

 

(3) 保険料・保証料・貸付金利息の確実な徴収 

【農業信用保険業務・漁業信用保険業務】 

○ 基金協会から納付される保険料及び貸付金利息については、定められた納入期日に確

実に徴収している。 

 

【林業信用保証業務】 

○ 徴収漏れ等が生じないよう、経理課と連携しながら、毎月の徴収予定案件の確認をし

ている。 

（単位：百万円）

25年度

保険料 3,469

貸付金利息 9

保険料 1,042

貸付金利息 4

林業信用保証業務 保証料 362

農業信用保険業務

漁業信用保険業務

評 価 の 指 標 ○ 回収金の実績 

○ 回収実績向上への取組状況 

○ 債権回収業者等の活用時における、回収委託基準の明確化等の実施状況 

○ 保険料・保証料、貸付金利息の徴収状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

回収実績については、全ての業務で目標を達成しており、回収実

績向上への取組もおおむね評価できる。 

また、債権回収業者等の活用時における委託基準の明確化が行わ

れており、今後も費用対効果に留意しつつ、一層の回収促進に期待

する。 

Ｂ 

（参考：年度計画） 

(1)ア．回収実績の向上と経費の効率化を図るため、基金協会との連携を強化するほか、債権回収業者（サービサー）

等の活用による回収策については、費用対効果を検証の上、回収の可能性、債権額の規模や委託に要する経費

に照らし、指標の設定を含め回収委託基準の明確化等を速やかに実施する。 
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イ．平成 25 年度における回収金収入については、農業信用保険業務において 2,833 百万円、林業信用保証業務

においては 343 百万円、漁業信用保険業務に 446 百万円をそれぞれ見込む。 

(2)保険料・保証料、貸付金利息の確実な徴収に努める。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                           

 中項目： ５ 代位弁済率・事故率の低減                           

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 ２及び３の取組により、中期目標期間中に保証契約・保険契約を締結した案件について

は、林業信用保証業務においてはその代位弁済率を2.94％以下とし、また、基金協会の代

位弁済が保険事故となる農業信用保険業務にあってはその事故率を0.12％以下、漁業信用

保険業務にあってはその事故率を1.15％以下とする。この場合、代位弁済率・事故率は、

経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因により影響を受けること

について配慮する。 

中 期 計 画 ２及び３の取組により、中期目標期間中に保証契約・保険契約を締結した案件について

は、林業信用保証業務においてはその代位弁済率を2.94％以下とし、また、基金協会の代

位弁済が保険事故となる農業信用保険業務にあってはその事故率を0.12％以下、漁業信用

保険業務にあってはその事故率を1.15％以下とする。この場合、代位弁済率・事故率は、

経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因により影響を受けること

について配慮する。 

業務の実績 （単位：千円、％）

第３期中期目標

 代位弁済率・事故率 今期引受額 今期代弁・支払額
（今期引き受けた案件のみ）

代位弁済率・事故率

0.12%以下

2.94%以下

1.15%以下

代位弁済率 林業

区 分

代
弁
率
・
事
故
率

事故率 農業

事故率 漁業

25年度末

376,081,218 ー 0.00%

34,122,400 114,210 0.33%

84,927,799 10,000 0.01%

 
【農業信用保険業務】 

○ 25年度末における事故率は、0.00％であった（目標値：中期目標期間中に0.12％以下）。

 

【林業信用保証業務】 

○ 25 年度末における代位弁済率は、0.33％であった（目標値：中期目標期間中に 2.94％

以下）。 

 

○ 代位弁済額114,210千円のうち19,790千円は、(株)東日本大震災事業者再生支援機構

の買取対象案件であった。 

 

【漁業信用保険業務】 

○ 25 年度末における代位弁済率は、0.01％であった（目標値：中期目標期間中に 1.15％

以下）。 

 

○ 代位弁済額10,000千円は、宮城産業復興機構の買取対象案件であった。 

評 価 の 指 標 ○ 事故率・代位弁済率の状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

第３期中期目標期間の初年度であることから、全ての業務で目標

を達成している。引き続き、引受審査の厳格化等に取り組み、事故

率・代位弁済率を下げることに期待する。 
Ａ 

（参考：年度計画） 

代位弁済率及び事故率については、中期目標期間中に保証契約・保険契約を締結した案件についての代

位弁済率及び事故率を指標として、中期目標の達成に向けての進捗状況の把握に努める。この場合、代位

弁済率・事故率は、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因により影響を受ける

ことについて配慮する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                           

 中項目： ６ 基金協会及び共済団体等に対する貸付け                     

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  基金協会及び共済団体等に対する貸付けについては、引き続き適正な審査を行うととも

に、その回収については、確実に徴収するものとする。 

中 期 計 画 基金協会及び共済団体等に対する貸付けについては、引き続き適正な審査を行うととも

に、その回収については、確実に徴収するものとする。 

 

業務の実績 【農業信用保険業務・漁業信用保険業務】 

○ 基金協会に対する貸付金については、借入申込書・金銭消費貸借証書等の審査を迅

速・的確に処理するとともに、貸付金の回収については、基金協会に対して予め償還期

限、回収額及び利息を通知することにより、期日どおり全額回収した。 

件数 金額 件数 金額 件数 金額

長期資金 73 12,231 178 24,657 188 36,711

短期資金 54 541 57 673 27 188

長期資金 318 17,915 318 17,915 545 27,250

短期資金 7 956 7 811 3 511

特別資金 1 99 － － 3 249

区分

農業信用保険業務

漁業信用保険業務

（単位：件、百万円）

25年度貸付額 25年度回収額 25年度末貸付残高

評 価 の 指 標 ○ 基金協会に対する貸付及び回収の状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

基金協会に対する貸付は、予定どおり全額回収されており、十分

に評価できる。 Ａ 

（参考：年度計画） 

基金協会及び共済団体等に対する貸付けについては、引き続き適正な審査を行うとともに、その回収に

ついては、確実な徴収に努める。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                           

 中項目： ７ 宿舎の廃止に関する計画                            

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 ― 

中 期 計 画 信用基金の保有する職員宿舎について、独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施

計画（平成24年12月14日行政改革担当大臣決定）等を踏まえ、入居者の円滑な退去等に配

慮しつつ職員宿舎の廃止に関する計画を策定の上、中期目標期間中に、廃止する。 

業務の実績 ○ 25 年６月 20日に職員宿舎廃止に係る実施計画を制定し、宿舎使用者に対し 28 年３月

末までに退去するよう要請した。 

 

○  この実施計画制定に伴い、職員宿舎等貸与規程改正等の整備を行った。これにより、

26年３月末までに７名が退去した（26年３月末現在30戸中９戸の利用）。 

評 価 の 指 標 ○ 職員宿舎の廃止に関する計画の策定状況及び同計画の履行状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 職員宿舎廃止に係る実施計画は着実に履行されており、おおむね

評価できる。 

 引き続き、入居者の円滑な退去等に配慮しながら、計画が履行さ

れることを期待する。 

Ｂ 

（参考：年度計画） 

信用基金の保有する職員宿舎について、独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画（平成 24 年

12 月 14 日行政改革担当大臣決定）等を踏まえ、入居者の円滑な退去等に配慮しつつ職員宿舎の廃止に関

する計画を策定する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                           

 中項目： ８ 農業融資資金業務                               

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 農業融資資金業務については、「平成23年度決算検査報告」（平成24年11月２日会計検

査院から国会及び内閣宛て報告）を踏まえ、農業信用基金協会がその機能を十分に発揮で

きることを前提としてもなお不要と見込まれると指摘された額（123億８千３百万円）につ

いては、農業信用基金協会の業務運営への影響を考慮しつつ、国庫に納付する。 

中 期 計 画 農業融資資金業務については、「平成23年度決算検査報告」（平成24年11月２日会計検

査院から国会及び内閣宛て報告）を踏まえ、農業信用基金協会がその機能を十分に発揮で

きることを前提としてもなお不要と見込まれると指摘された額（123億８千３百万円）につ

いて、農業信用基金協会の業務運営への影響を考慮しつつ、国庫に納付する。 

業務の実績 ○ 農業融資資金業務に係る政府出資金の不要額（123 億 83 百万円）の平成 25年 12 月ま

での国庫納付 

「平成23年度決算検査報告」を踏まえ、基金協会がその機能を十分に発揮できること

を前提としてもなお不要と見込まれると指摘された額（123億83百万円）について、基

金協会の業務運営への影響を考慮しつつ、25年10月７日に国庫納付した。 

評 価 の 指 標 ―（本項目は、｢第７ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関す

る計画｣で評価している） 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 
 

（参考：年度計画） 

農業融資資金業務については、「平成 23年度決算検査報告」（平成 24 年 11 月２日会計検査院から国会

及び内閣宛て報告）を踏まえ、農業信用基金協会がその機能を十分に発揮できることを前提としてもなお

不要と見込まれると指摘された額（123 億８千３百万円）について、農業信用基金協会の業務運営への影

響を考慮しつつ、国庫に納付する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第４ その他業務運営に関する重要事項                         

 中項目：                                          

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  長期借入金の条件 

独立行政法人農林漁業信用基金法（平成14年法律第128号）第17条第１項（漁業災害補

償法（昭和39年法律第158号）第196条の11第１項又は林業経営基盤の強化等の促進のため

の資金の融通等に関する暫定措置法（昭和54年法律第51号）第７条の規定により読み替え

て適用する場合）の規定に基づき、信用基金が長期借入金をするに当たっては、市中の金

利情勢等を考慮し、極力有利な条件での借入れを図る。 

中 期 計 画 長期借入金の条件 

独立行政法人農林漁業信用基金法（平成14年法律第128号）第17条第１項（漁業災害補

償法（昭和39年法律第158号）第196条の11第１項又は林業経営基盤の強化等の促進のため

の資金の融通等に関する暫定措置法（昭和54年法律第51号）第７条の規定により読み替え

て適用する場合）の規定に基づき、信用基金が長期借入金をするに当たっては、市中の金

利情勢等を考慮し、極力有利な条件での借入れを図る。 

業務の実績 ○ 長期借入金について極力有利な条件での借入れ 

25年６月に既存の長期借入金の償還及び借換え（借入期間４年）を行ったところであ

り、入札に当たっては、借入金利に加えて借入金額も対象とした「コンベンショナル方

式」により極力有利な条件での借入れを図った。 

なお、10月に予定していた借換（19億54百万円）に係る入札については、日本政策金

融公庫からの返還金により償還が可能であったため、中止した。 

入札銀行数 国債利率 長プラ利率

上期 借入なし － － － － －

下期 24.10.15 1,483百万円 0.137% 19社 0.135% 1.25%

上期 25.06.18 761百万円 0.225% 9社 0.225% 1.30%

下期 借入なし － － － － －

（注）1.　国債利率は５年物、残存４年程度。

　　  2.  借入利率は平均借入利率。

25年度

24年度

区 分 借入時期 借入金額 借入利率
（参考）

 
 

評 価 の 指 標 ○ 長期借入金の調達条件 

 

 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 長期借入金は、コンベンショナル方式による入札にて調達が行わ

れ、有利な条件での資金調達がなされており、十分に評価できる。

 引き続き、有利な条件での資金調達を実現するために、入札参加

者の増加等に向けた取組を期待する。 

Ａ 

（参考：年度計画） 

長期借入金の条件 

独立行政法人農林漁業信用基金法（平成 14年法律第 128 号）第 17条第１項（漁業災害補償法（昭和

39 法律第 158 号）第 196 条の 11 第１項又は林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関す

る暫定措置法（昭和 54年法律第 51号）第７条の規定により読み替えて適用する場合）の規定に基づき、

信用基金が長期借入金をするに当たっては、市中の金利情勢等を考慮し、極力有利な条件での借入れを

図る。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第５ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画             

 中項目：                                          

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  

 

 

中 期 計 画 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

 

業務の実績 １ 経費(業務経費及び一般管理費)節減に係る取組 

○ 事業費総額（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償権回収

事業委託費）は82億52百万円であり、24年度予算対比で47.9％の削減となった。一般管

理費（人件費、租税公課及び特殊要因により増減する経費を除く。）は３億35百万円で

あり、支出削減の取組目標の設定や予算執行の適正な期中管理等により24年度予算対比

で42.5％の削減となった。 

24年度 25年度 増減率

区 分 予算(Ａ) 決算(Ｂ) (Ｂ－Ａ)÷Ａ 24年度決算 増減率

(Ｃ) (Ｂ－Ｃ)÷Ｃ

事業費 15,823 8,252 △ 47.9% 8,885 △ 7.1%

一般管理費 582 335 △ 42.5% 412 △ 18.7%

（単位：百万円）

（参考）

 
 

 

２ 予算、収支計画及び資金計画の執行管理状況（実績、関連する業務の状況、予算決定

方式等） 

○ 当期損益は、法人全体で17億82百万円の当期総利益を計上し、利益剰余金は157億66

百万円となった。 

これを勘定ごとにみると、農業信用保険勘定では、畜産関係の対策が実施されたこと

等により、保険金の支払額が減少基調で推移していることから、政府事業交付金の収益

化を加味した業務収支は約20億円の黒字となった。しかしながら、責任準備金について、

相当程度の実績データの蓄積に伴い、より精緻な見積りが可能となったため見積り方法

の変更を行い、同準備金繰入を41億44百万円計上したこと等により19億51百万円の当期

純損失を計上した。この損失については、前中期目標期間繰越積立金を同額取り崩して

充てた。 

林業信用保証勘定では、保証債務に係る償還額の増加に伴い保証債務残高が減少した

ことから、保証債務損失引当金の戻入れが生じたこと等により、17億77百万円の当期総

利益を計上した。これにより、繰越欠損金３億66百万円は解消され、利益剰余金14億11

百万円の計上となった。 

漁業信用保険勘定では、震災関係の求償債務者の大半が事業継続者であり、事業収入

を原資とする回収金が増加したこと等により、政府事業交付金の収益化を加味した業務

収支は約９億円の黒字となった。しかしながら、責任準備金について、相当程度の実績

データの蓄積に伴い、より精緻な見積りが可能となったため見積り方法の変更を行い、

同準備金繰入を12億69百万円計上したこと等により１億46百万円の当期純損失を計上

した。この損失については、前中期目標期間繰越積立金を同額取り崩して充てた。 

農業災害補償関係勘定では、退職給付引当金が戻入となったこと及び一般管理費の減

少等により、５百万円の当期総利益を計上した。 

漁業災害補償関係勘定では、貸付金利息収入の減少等により、４百万円の当期純損失

を計上した。このため、前中期目標期間繰越積立金を同額取り崩して充てた。 

この結果、利益剰余金は、農業信用保険勘定では100億20百万円、林業信用保証勘定

では14億11百万円、漁業信用保険勘定では40億71百万円、農業災害補償関係勘定では１

億12百万円、漁業災害補償関係勘定では１億52百万円となった。 
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区 分
農業信用
保険勘定

林業信用
保証勘定

漁業信用
保険勘定

農業災害補
償関係勘定

漁業災害補
償関係勘定

合　計

当期損益 -         1,777 -         5 -         1,782

利益剰余金 10,020 1,411 4,071 112 152 15,766

（単位：百万円）

 
○ 林業信用保証勘定において損益計算により生じた利益は、前年度から繰り越した損失

を埋め、残額を積立金として計上した。農業災害補償関係勘定において損益計算により

生じた利益については、積立金として計上した。なお、両勘定とも目的積立金を計上し

なかったが、これは、事故等の発生によって生じた損失の補てんに充てる必要があるこ

とによるものである。 

 

○ 信用基金における有価証券の運用方針、運用管理体制等は、余裕金運用管理要領（理

事長決裁）に基づいて実施しており、主な内容は以下のとおりである。 

① 社債に関する投資適格基準は、余裕金運用管理要領で指定する格付機関（以下「格

付機関」という。）のすべての格付けがシングルＡマイナス以上とし、１発行体当

たりの保有限度額は、各勘定の債券運用総残高の５％相当額以内で、１回１銘柄当

たりの取得限度額は５億円を上限。 

② 運用役として、10年を超える債券の購入決定は理事長が、それ以外の運用事務を

副理事長又は総括理事等が担当。 

③ 運用役は、保有債券について、毎月末の格付け及び時価並びに変動利付債の利率

算定の基礎となる長期金利及び短期金利の水準を確認し、著しい下落のあったもの

について必要な対応を検討。 

④ 余裕金運用委員会（構成：総括理事、財務担当理事等）が運用状況実績を検証。

⑤ 早期警戒対応として、運用監理役は、保有債券のうち時価が100円未満又は格付

機関のいずれかの格付けがトリプルＢプラス以下の銘柄を対象に、日々の価格及び

格付けの動向を確認し、理事長等に報告。 

⑥ 格付機関のいずれかの格付けがトリプルＢフラット以下の水準になったとき、時

価が取得価額に比べて５％以上下落したとき又は変動利付債の表面利率に著しい

下落があったときは、運用役が必要な対応措置を検討。更に、下落したときは、余

裕金運用委員会に理事長及び副理事長の出席を求め、同委員会で必要な対応措置を

検討。 

評 価 の 指 標 ○ 予算等の運営状況 

 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 農業信用保険勘定及び漁業信用保険勘定では、データ蓄積に伴う

責任準備金の見積り方法の変更から同準備金の繰入が増加し当期

純損失を計上したが、これは本年度に限ったものであり、法人全体

としては利益を計上しており、おおむね評価できる。 

 引き続き、農林漁業者を取巻く環境変化等を踏まえつつ、基金が

担っている政策的役割を果たすための予算編成、収支計画、資金計

画のあり方やリスク管理について、一層の取組がなされることを期

待する。 

  

Ｂ 

（参考：年度計画） 

予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第６ 短期借入金の限度額                               

 中項目：                                          

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  ― 

中 期 計 画 中期目標期間中の短期借入金は、農業災害補償関係勘定において1,220億円、漁業災害補

償関係勘定において110億円を限度とする。 

（想定される理由） 

農業災害補償関係勘定及び漁業災害補償関係勘定における一時的に不足する貸付原資を

調達するため。 

業 務 の 実 績 評価対象である農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務において、

25 年度の短期借入金の実績なし。 

評 価 の 指 標 ○ 短期借入金の状況 

※ 実績がない場合は、評価しない。 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 

 

（参考：年度計画） 

平成 25年度の短期借入金は、農業災害補償関係勘定において 1,220 億円、漁業災害補償関係勘定におい

て 110 億円を限度とする。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第７ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画        

 中項目：                                          

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  ― 

 

中 期 計 画 農業融資資金業務については、「平成23年度決算検査報告」（平成24年11月２日会計検

査院から国会及び内閣宛て報告）を踏まえ、農業信用基金協会がその機能を十分に発揮で

きることを前提としてもなお不要と見込まれると指摘された額（123億８千３百万円）につ

いて、農業信用基金協会の業務運営への影響を考慮しつつ、平成25年12月までに金銭によ

り国庫に納付する。 

業 務 の 実 績 ○ 農業融資資金業務に係る政府出資金の不要額（123億83百万円）の平成25年12月までの

国庫納付 

｢平成23年度決算検査報告」を踏まえ、基金協会がその機能を十分に発揮できることを

前提としてもなお不要と見込まれると指摘された額（123億83百万円）について、基金協

会の業務運営への影響を考慮しつつ、25年10月７日に国庫納付した。 

評 価 の 指 標 ○ 不要財産等の処分計画の状況 

※ 実績がない場合は、評価しない。 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

会計検査院に不要と指摘された額について、全額を期日前に国庫

納付しており、十分に評価できる。 Ａ 

（参考：年度計画） 

農業融資資金業務については、「平成 23 年度決算検査報告」（平成 24年 11 月２日会計検査院から国会

及び内閣宛て報告）を踏まえ、農業信用基金協会がその機能を十分に発揮できることを前提としてもなお

不要と見込まれると指摘された額（123 億８千３百万円）について、農業信用基金協会の業務運営への影響

を考慮しつつ、平成 25年 12 月までに金銭により国庫に納付する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第８ 剰余金の使途                                  

 中項目：                                          

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  ― 

 

中 期 計 画 農林漁業金融のセーフティ・ネット機関としての役割の向上のため、人材の育成・研修、

情報システムの充実等の使途に使用。 

業 務 の 実 績 ○ 目的積立金を積み立てていないことから、25 年度実績なし。 

評 価 の 指 標 ○ 剰余金の使途の状況 

※ 実績がない場合は、評価しない。 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

  
 

（参考：年度計画） 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第９ その他主務省令で定める業務運営に関する事項                   

 中項目： １ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）     

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  ― 

 

中 期 計 画 人員に関する指標 

期末の常勤職員数は、期初を上回らないものとする。 

（参考１） 期初の常勤職員数 113名 

（参考２） 中期目標期間中人件費総額見込み 5,300百万円 

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び超過勤

務手当に相当する範囲の費用である。 

業 務 の 実 績 ○ 中期計画期末の常勤職員数の見込み（113名）を踏まえ、業務体制、退職者数及びそれ

を補う新規採用者数等を勘案した。25年度は３名を採用した。 

評 価 の 指 標 ○ 全体の常勤職員数の状況  

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 常勤職員数は、中期計画の範囲内となっており、十分に評価でき

る。 Ａ 

（参考：年度計画） 

  25年度末常勤職員数（再雇用を含む）101名 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第９ その他主務省令で定める業務運営に関する事項                   

 中項目： １ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）     

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  ― 

 

中 期 計 画 人材の確保 

金融、保険業務等の分野において高度な専門性を有する民間企業等の人材を採用する。

また、適切な人事管理の構築等を通じた魅力ある就業環境の形成により、人材の確保を行

う。 

業 務 の 実 績 ○ 金融機関において資産査定等に精通し融資業務等の経験も有する外部登用者や再雇用

職員の専門知識・経験を生かした配置等を行った。外部登用者や再雇用職員は、豊富な

キャリアを生かし指導的役割を果たしている。 

評 価 の 指 標 ○ 高度な専門性を有する人材の採用等人材の確保の状況 

 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 高度な専門性を有する人材の確保については、おおむね評価でき

るが、一層の取組を期待する。 Ｂ 

（参考：年度計画） 

人材の確保 

金融、保険業務等の分野において高度な専門性を有する人材の確保に努める。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第９ その他主務省令で定める業務運営に関する事項                   

 中項目： １ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）     

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  ― 

 

中 期 計 画 人材の養成 

個々の職員の専門性の育成に配慮した人事管理を行うとともに、職員に対する研修制度

の充実等により、民間企業等から採用した人材の専門的な知見を速やかに共有させ、専門

性の高い人材の早期育成を図る。 

業 務 の 実 績 (1) 専門性の育成に配慮した人事管理 

○ 同一ポストに長期に在籍する職員に考慮しつつ、日常の業務及び研修による能力向上、

適性の見極めを行い、適材適所の配置を行う人事管理を実施した。 

 

(2) 研修制度の充実 

○ 研修により職員の能力向上を図った上で、勤務実績等を踏まえ、適材適所の人事配置

に努めている。 

評 価 の 指 標 ○ 専門性の高い人材育成の状況 

 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等）

専門性の高い人材の育成に向けた研修の実施については、おおむ

ね評価できるが、一層の取組を期待する。 
  

Ｂ 

（参考：年度計画） 

人材の養成 

個々の職員の専門性の育成に配慮した人事管理を行うとともに、職員に対する研修制度の充実等により、

民間企業等から採用した人材の専門的な知見を速やかに共有させ、専門性の高い人材の早期育成を図る。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第９ その他主務省令で定める業務運営に関する事項                  

 中項目： ２ 積立金の処分に関する事項                           

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  ― 

 

中 期 計 画 各勘定の前中期目標期間繰越積立金は、それぞれ農業信用保険業務、漁業信用保険業務、

農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に充てることとする。 

業 務 の 実 績 ○ 農業信用保険勘定、漁業信用保険勘定及び漁業災害補償関係勘定に計上の前中期目標

期間繰越積立金は、農業信用保険勘定における当期純損失19億51百万円、漁業信用保険

勘定における同１億46百万円及び漁業災害補償関係勘定における同４百万円の補てんに

充てた。 

なお、農業災害補償関係勘定に計上の同積立金については、同勘定が当期純利益５百

万円を計上したことから積立金の処分を行っていない。 

評 価 の 指 標 ○ 積立金の処分の状況 

評  価  等 評 定 （理由・指摘事項等） 

 評価対象である農業信用保険勘定、漁業信用保険勘定における積

立金の取り崩しについては、その主な要因が責任準備金の見積もり

方法の変更に伴う同準備金繰入によるものであることから、特段、

問題は認められない。 

○ 

（参考：年度計画） 

各勘定の前中期目標期間繰越積立金は、それぞれ農業信用保険業務、漁業信用保険業務、農業災害補償

関係業務及び漁業災害補償関係業務に充てることとする。 
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１．平成２５事業年度予算及び決算

 （１）収入

（単位：百万円）

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算

4,073 3,578 528 528 780 780 2,764 2,269 -  -  -  -  

65 30 -  -  65 30 -  -  -  -  -  -  

580 580 -  -  580 580 -  -  -  -  -  -  

10 39 -  -  10 39 -  -  -  -  -  -  

15 -  -  -  15 -  0 -  -  -  -  -  

137,384 73,201 33,165 31,715 9,882 12,790 22,128 20,736 55,156 1,983 17,053 5,977 

1,590 1,509 610 536 365 352 564 575 51 44 1 2 

71,971 961 -  -  2,926 761 -  -  53,406 200 15,639 -  

29 18 26 10 3 1       0 7       -       0 0       -  

215,718 79,916 34,329 32,790 14,626 15,334 25,457 23,587 108,613 2,227 32,693 5,979 

 （２）支出

（単位：百万円）

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算

206,959 54,855 26,479 17,932 15,173 10,744 23,547 20,649 109,111 1,980 32,649 3,550 

1,790 1,432 779 596 505 444 396 302 62 56 48 34 

直 接 業 務 費 300 141 178 86 71 27 44 26 5 1 3 0 

管 理 業 務 費 266 203 94 65 75 82 75 42 12 8 10 6 

人 件 費 1,223 1,087 507 446 359 335 278 233 45 46 35 27 

208,749 56,287 27,258 18,528 15,678 11,189 23,943 20,951 109,173 2,036 32,697 3,583 

運 用 収 入

政 府 補 給 金 受 入

政 府 出 資 金

地方公共団体出資金

民 間 出 資 金

事 業 収 入

科 目

科 目
総 計

合 計

運
営
経
費

事 業 費

一 般 管 理 費

借 入 金

そ の 他 の 収 入

受 入 事 業 交 付 金

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定総 計

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

合 計
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２．平成２５事業年度収支計画及び実績

 （１）収益

（単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

4,502 1,839 3,060 732 780 501 661 606 -  -  -  -  

65 30 -  -  65 30 -  -  -  -  -  -  

8,674 8,911 6,424 6,423 446 482 1,719 1,982 26 8 60 16 

1,589 1,504 605 539 368 346 565 574 50 42 1 2 

862 2,370 -  216 862 2,142 -  -  -  2 -  9 

10 7 7 6 3 1 0 -  -  0 0 -  

-  2,101 -  1,951 -  -  -  146 -  -  -  4 

3,410 -  2,872 -  219 -  310 -  -  -  10 -  

19,112 16,763 12,968 9,868 2,744 3,503 3,255 3,308 76 52 71 32 

 （２）費用

（単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

14,978 7,284 12,118 5,159 20 445 2,840 1,680 0 -  0 -  

1,844 1,331 802 518 514 431 411 305 63 46 54 32 

直 接 業 務 費 298 131 178 86 71 26 41 18 5 1 3 0 

管 理 業 務 費 250 201 80 62 75 82 73 42 11 8 10 6 

人 件 費 1,297 998 544 370 369 322 296 245 46 36 41 25 

56 55 48 46 3 3 4 4 1 1 0 0 

92 30 -  -  65 30 -  -  10 0 17 -  

2,116 6,279 -  4,144 2,116 817 -  1,318 -  -  -  -  

25 1 -  1 25 0 -  0 -  -  -  -  

-  1 -  1 -  0 -  0 -  -  -  -  

25 -  -  -  25 -  -  -  -  -  -  -  

-  1,782 -  -       -  1,777 -  -  2 5 -  -  

19,112 16,763 12,968 9,868 2,744 3,503 3,255 3,308 76 52 71 32 

（注）収支計画は、予算ベースで作成した。

漁業災害補償関係勘定

林業信用保証勘定

政府事業交付金収入

事 業 収 入

漁業災害補償関係勘定科　　　　　　目

林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定

農業災害補償関係勘定

農業災害補償関係勘定

国 庫 納 付 金

当 期 総 利 益

引 当 金 等 繰 入

農業信用保険勘定

経
　
常
　
費
　
用

経
常
収
益 引 当 金 等 戻 入

財 務 収 益

合　　　　　　計

合　　　　　　計

科　　　　　　目

事 業 費

総 計

臨 時 損 失

減 価 償 却 費

固 定 資 産 除 却 損

一 般 管 理 費

漁業信用保険勘定総 計

政 府 補 給 金 収 入

財 務 費 用

当 期 総 損 失

農業信用保険勘定

前中期目標期間繰越積立金取崩額

雑 益
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３．平成２５事業年度資金計画及び実績

 （１）収入

（単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

143,066 78,358 34,269 32,798 11,093 13,971 25,458 23,587 55,193 2,023 17,054 5,979 

91 25 55 -  16 21 7 -  14 4 -  -  

72,595 1,591 19 4 3,531 1,380 0 7 53,406 200 15,639 -  

141,962 147,684 47,121 53,863 44,028 43,471 47,994 45,408 2,079 2,691 740 2,251 

357,715 227,658 81,463 86,665 58,667 58,843 73,459 69,003 110,692 4,917 33,433 8,230 

 （2）支出

（単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

136,850 53,227 27,283 18,561 12,777 8,281 23,960 20,960 55,770 1,839 17,061 3,586 

16 15 14 6 1 -  1 9 1 -  0 -  

84,354 15,509 12,383 12,383 2,926 2,926 -  -  53,406 200 15,639 -  

136,494 158,907 41,783 55,715 42,964 47,636 49,498 48,034 1,516 2,878 734 4,644 

357,715 227,658 81,463 86,665 58,667 58,843 73,459 69,003 110,692 4,917 33,433 8,230 

（注）資金計画は、予算ベースで作成した。

投資活動による支出

財務活動による支出

科 目

業務活動による収入

投資活動による収入

財務活動による収入

前年度からの繰越金

漁業災害補償関係勘定総 計
科 目

合　　　計

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定

漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定農業信用保険勘定 林業信用保証勘定総 計

翌 年 度 へ の繰 越金

合 計

業務活動による支出
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平成２５事業年度業務収支

（単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

 政府事業交付金収入 4,447 1,784 3,060 732 726 446 661 606 -  -  -  -  

 事業収入 8,972 9,212 6,412 6,317 775 874 1,706 1,978 19 9 60 35 

 保険料収入 4,839 4,511 3,579 3,469 -  -  1,260 1,042 -  -  -  -  

 回収金収入 3,279 3,784 2,833 2,848 -  -  446 936 -  -  -  -  

 保証料収入 432 362 -  -  432 362 -  -  -  -  -  -  

 求償権回収収入 343 512 -  -  343 512 -  -  -  -  -  -  

 貸付金利息収入 79 44 -  -  -  -  -  -  19 9 60 35 

収益合計 13,418 10,997 9,471 7,049 1,501 1,320 2,367 2,584 19 9 60 35 

 事業費 17,354 8,196 12,090 5,131 2,489 1,425 2,776 1,639 -  -  -  -  

 保険金 14,865 6,770 12,090 5,131 -  -  2,776 1,639 -  -  -  -  

 代位弁済費 2,489 1,425 -  -  2,489 1,425 -  -  -  -  -  -  

 財務費用

 支払利息 27 0 -  -  -  -  -  -  10 0 17 -  

費用合計 17,381 8,196 12,090 5,131 2,489 1,425 2,776 1,639 10 0 17 -  

収 支 差 △3,963 2,801 △2,618 1,917 △988 △105 △408 945 9 9 43 35 

漁業災害補償関係勘定
科 目

総 計 農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定

 


